
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託 

（
市
町
村
課
）　
　

一

〇
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
に
関
す
る
事
務

　

の
委
託 

（
消　

防　

課
）　
　

二

〇
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
に
関
す
る
事
務
の
委
託 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

三

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
、
又

　

は
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
の
指
定 

（
農
村
整
備
課
）　
　

四

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

二
三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
五
件
） 

（
道　

路　

課
）　

二
四

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

二
六

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

三
九

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更 

（
港　

湾　

課
）　

四
一

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

四
一

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可
（
一
四
件
） 

（
下
水
道
課
）　

四
一

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　

四
六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

四
八

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
管　

財　

課
）　

四
八

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（　
　

同　
　

）　

四
九

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手

　

方
の
決
定 

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　

四
九

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

四
九

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
契　

約　

課
）　

四
九

企　

業　

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

四
九

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表 

五
〇

〇
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
の
公
表 

五
三

収
用
委
員
会

〇
相
川
沢
川
十
三
浜
二
号
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

五
七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

　

県
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

大
崎
市
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

大
崎
市
と
宮
城
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

　

（
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
）

第 

一
条　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
市
（
以

下
「
甲
」
と
い
う
。）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会
の
事
務
（
以
下
「
公
平
委
員
会
の
事
務
」

と
い
う
。）
を
宮
城
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）
の
人
事
委
員
会
に
委
託
す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）
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第 

二
条　

公
平
委
員
会
の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
人
事
委
員

会
規
則
は
、
甲
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
。

　

（
委
託
事
務
に
関
す
る
経
費
の
支
弁
の
方
法
等
）

第 

三
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
乙
が
委
託
を
受
け
た
事
務
の
処
理
に
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
費
用
は
、

甲
が
負
担
す
る
。

　

（
補
則
）

第 

四
条　

公
平
委
員
会
の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
す
る
乙
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
を
制
定
し
、
改
正
し
、

又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
直
ち
に
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

　

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
圧
ガ
ス
製

造
保
安
責
任
者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
高
圧
ガ
ス
保

安
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
）
第
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

  

委
託
先
の
名
称

免
状
交
付
事
務
の
内
容

免
状
交
付
事
務
を
処

理
す
る
場
所　
　
　

委　

託　

期　

間

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任

者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販

売
主
任
者
免
状
の
交
付
及

び
再
交
付
に
関
す
る
事
務

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

四
丁
目
三
番
十
三
号

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成  

三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
号

　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三

十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の

で
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
十
四
号
）

第
七
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

  

委
託
先
の
名
称

免
状
交
付
事
務
の
内
容

免
状
交
付
事
務
を
処

理
す
る
場
所　
　
　

委　

託　

期　

間

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免

状
の
交
付
、
再
交
付
及
び

書
換
え
に
関
す
る
事
務

東
京
都
港
区
虎
ノ
門 

四
丁
目
三
番
十
三
号

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成 

三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
三
一
〇
一
〇
八
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
か
つ
ら
乃

遠
田
郡
涌
谷
町
渋
江
百
四
十
一

番
一

株
式
会
社
Ｃ
ａ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ
ｕ

ｓ

平
成
三
十
年
一

月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
二
八
〇
〇
二
八

登
米
市
立
豊
里
老
人
保
健
施
設

登
米
市
豊
里
町
土
手
下
百
四
番

地
の
一

登
米
市

平
成
三
十
年
一

月
十
五
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
六
三
六

介
護
サ
ポ
ー
ト
い
ち
ご
倶
楽
部

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
樋
ノ
口
五

十
四
番
一

有
限
会
社
パ
ー
ム
サ
プ
ラ
イ

ズ

平
成
三
十
年
一

月
十
五
日

〇
四
七
一
二
〇
一
六
八
一

は
た
け
や
ま
社
会
福
祉
士
事
務

所登
米
市
中
田
町
上
沼
字
大
柳
浦

合
同
会
社
は
た
け
や
ま
商
会

平
成
三
十
年
一

月
十
五
日
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九
十
九
番
地
五

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
三
一
〇
一
〇
八
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
か
つ
ら
乃

遠
田
郡
涌
谷
町
渋
江
百
四
十
一

番
一

株
式
会
社
Ｃ
ａ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ
ｕ

ｓ

平
成
三
十
年
一

月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。　

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
〇
二
七
〇

有
限
会
社
井
上
技
建
め
だ
か
の

楽
校

石
巻
市
蛇
田
字
小
斎
八
十

有
限
会
社
井
上
技
建

平
成
三
十
年
一

月
三
十
一
日

二　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
五
〇
〇
三
五
五

古
川
農
業
協
同
組
合
本
店

大
崎
市
古
川
北
町
三
丁
目
十
番

三
十
六
号

古
川
農
業
協
同
組
合

平
成
三
十
年
一

月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
八
七

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
安
寿　

居
宅
介
護

支
援
事
業
所

白
石
市
字
沢
目
百
二
十
四
番
地

一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
安
寿

平
成
三
十
年
一

月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
七
〇
〇
二
七
九

Ｊ
Ａ
名
取
岩
沼
介
護
セ
ン
タ
ー

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三

十
六
号

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

平
成
三
十
年
一

月
三
十
一
日

〇
四
七
〇
三
〇
〇
一
九
五

あ
お
ば
在
宅
セ
ン
タ
ー

塩
竈
市
野
田
九
番
六
号
一
〇
二

号
室

株
式
会
社
仙
台
在
宅
サ
ー
ビ

ス

平
成
三
十
年
二

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
〇
二
〇
〇
二
七
〇

有
限
会
社
井
上
技
建
め
だ
か
の

楽
校

石
巻
市
蛇
田
字
小
斎
八
十

有
限
会
社
井
上
技
建

平
成
三
十
年
一

月
三
十
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
五
七
五

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
欅

大
崎
市
古
川
沢
田
字
筒
場
十
五

株
式
会
社
Ｓ
Ｋ
Ｙ

平
成
三
十
年
一

月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日
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〇
四
一
〇
二
一
〇
四
一
三

就
労
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー　

べ
て
る
の
風

石
巻
市
流
留
字
二
番
囲

六
十
一
番
地
二
十
一

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

一
般
社
団
法
人

シ
ャ
ロ
ー
ム
い

し
の
ま
き

平
成
三
十
年
四

月
一
日

〇
四
一
二
一
〇
〇
一
〇
九

は
ら
か
ら
蔵
王
塾

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田

温
泉
字
八
山
四
番
三
百

九
十
五

就
労
移
行
支
援

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

平
成
三
十
年
四

月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
吉
田
東
部
２
期
地
区
に
つ
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画

に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
を
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
、
又
は
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
積
を
特
に
減
じ
て
定
め
る
土
地

市
町
村
名

大　

字

字

地　

番

地　

目

用　

途

地
積
㎡

特
に
減
ず
る

地
積
㎡　
　

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
四
三

畑

畑

二
、
五
一
六

一
、
七
七
四

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
二

－

一

畑

畑

八
八

六
二

亘
理
町

吉
田

北
下

三
二
一

畑

田

一
〇
、
一
六
八

七
、
一
六
八

亘
理
町

吉
田

道
下

三
五

畑

畑

四
四
三

二
〇
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
七

畑

畑

二
、
五
〇
〇

一
、
七
六
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

六

－

一

畑

畑

二
、
〇
五
八

八
一
一

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
七
八

畑

畑

一
、
三
八
九

四
五
〇

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
〇
六

畑

畑

一
、
四
四
五

一
、
〇
一
九

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
八
八

畑

畑

二
三

一
六

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
五
七

畑

畑

三
、
七
四
八

二
、
一
五
四

亘
理
町

吉
田

村

一
四
〇

－

二

畑

畑

九
九
四

一
九
六

亘
理
町

吉
田

村

一
一
二

－

一

畑

畑

五
七
四

五
一
三

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
五

－

一

畑

畑

八
二
五

二
二
四

亘
理
町

吉
田

道
下

一
六
七

－

一

畑

田

三
、
〇
〇
八

九
七
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
五
一

畑

畑

一
、
四
八
九

八
九
二

亘
理
町

吉
田

村

一
五
五

－

一

畑

畑

一
、
一
五
四

四
八
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
八

畑

畑

一
、
四
八
九

八
〇
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
五

畑

畑

一
、
三
八
九

一
、
三
三
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
七
七

畑

畑

二
、
三
〇
三

三
二
九

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
九

畑

畑

一
、
四
〇
〇

七
〇
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
〇
五

畑

畑

三
、
七
七
三

一
、
五
三
八

亘
理
町

吉
田

道
上

一
七
八

－

一

畑

田
・
畑

三
、
六
四
八

二
、
六
二
一

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
七
一

畑

畑

一
、
六
六
三

五
〇

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
九

畑

畑

一
、
四
八
九

一
六
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

三
三

畑

畑

三
、
四
二
五

一
、
九
九
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
〇

畑

畑

一
、
三
八
九

六
〇
四

亘
理
町

吉
田

道
上

二
〇
七

畑

田
・
畑

二
、
一
八
八

六
四
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

二
五

－

一

畑

畑

六
、
九
三
三

三
、
七
〇
五

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
六

－

一

畑

畑

四
、
五
六
五

一
、
三
七
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
三
〇

畑

畑

三
、
一
八
五

一
、
〇
五
三
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亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
二

畑

畑

一
、
三
一
八

一
、
二
八
三

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
九
四

畑

畑

一
、
四
〇
〇

九
七
四

亘
理
町

吉
田

村

一
五
七

－

一

畑

畑

三
六
九

五
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
三
八

－

一

畑

畑

三
、
〇
五
〇

六
九
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
四
五

畑

畑

三
、
〇
七
七

一
、
七
二
六

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
六

畑

畑

一
、
五
一
四

四
三
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
二
六

畑

畑

六
四
一

五
三
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

一
一
九

畑

畑

一
、
〇
九
四

九
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
七
七

畑

畑

六
三
一

三
一
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
一
〇

畑

畑

三
、
一
四
七

一
、
二
八
三

亘
理
町

吉
田

道
上

一
一
〇

畑

田

一
、
八
九
八

一
、
七
二
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
九
二

畑

畑

三
、
二
四
三

一
二
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

四
一

畑

畑

五
、
五
四
〇

三
、
六
〇
四

亘
理
町

吉
田

道
下

一
三
六

畑

畑

六
、
〇
五
一

二
、
〇
五
一

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
〇
九

畑

畑

八
七
八

八
四
九

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

三
一

畑

田
・
畑

三
、
〇
六
八

二
、
五
二
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
三
九

畑

畑

三
、
一
九
七

一
、
一
九
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
六
三

畑

畑

二
、
七
七
二

三
一

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
二
〇

－

一

畑

畑

一
、
〇
八
一

二
三
二

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
二
〇

畑

畑

一
、
五
一
四

一
、
〇
九
五

亘
理
町

吉
田

道
上

一
三

畑

畑

二
、
八
〇
二

二
、
二
〇
一

亘
理
町

吉
田

道
下

一
二
九

－

三

畑

畑

一
、
一
八
三

七
九
八

亘
理
町

吉
田

内
浦

四
四

－

一

畑

畑

三
、
九
二
九

二
、
七
九
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
三
四

畑

畑

二
、
五
四
一

二
〇
九

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

三
二

畑

田
・
畑

五
、
三
六
一

四
、
三
六
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

四
五

－

一

畑

畑

二
、
八
六
五

二
、
四
四
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
四

畑

畑

一
、
六
四
〇

二
〇
二

亘
理
町

吉
田

道
上

二
六

畑

畑

三
、
三
〇
九

二
、
八
二
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
五
六

畑

畑

一
、
六
六
八

三
九
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
九
九

畑

畑

二
、
二
九
七

一
二
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
四
五

畑

畑

三
、
二
四
六

二
、
一
八
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
二
一

畑

畑

三
、
二
五
三

八
五

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
二

畑

畑

一
、
五
〇
〇

六
〇
五

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
五

畑

畑

一
、
六
四
〇

八
五
九

亘
理
町

吉
田

道
上

一
一
五

畑

畑

一
、
八
六
〇

九
四

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
九

－

一

畑

田
・
畑

四
、
三
二
〇

三
、
三
七
一

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
二
一

畑

畑

一
、
五
一
四

一
、
〇
六
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
六
五

畑

畑

一
、
七
〇
四

二
八
四

亘
理
町

吉
田

内
浦

四
〇

－

四

畑

畑

一
、
七
一
一

一
、
二
〇
八

亘
理
町

吉
田

道
上

一
七
九

畑

田

二
、
六
九
四

一
、
二
二
七
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亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
九
〇

－

一

畑

畑

一
、
四
八
四

四
九
二

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
二
六

畑

畑

一
、
三
九
七

三
九
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
四
〇

畑

畑

三
、
二
七
六

一
、
九
三
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
九
七

畑

畑

三
、
一
一
七

一
〇
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
一
八

畑

畑

二
、
二
六
六

五
五
九

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
〇

－

一

畑

田

五
、
一
四
一

三
、
二
九
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
五
六

畑

畑

一
、
四
二
一

六
六
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
〇
〇

畑

畑

一
、
四
四
五

八
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
五
七

畑

畑

三
、
一
六
四

一
〇

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
〇
九

畑

畑

一
、
三
一
八

五
五

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
五

－

一
五
四

畑

畑

一
、
〇
五
〇

五
三
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
五
〇

畑

畑

一
、
四
八
九

六
一
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
二

畑

畑

一
、
〇
一
一

六
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
一

畑

畑

一
、
三
一
八

七
三
七

亘
理
町

吉
田

道
下

八
－

三

畑

畑

一
七
七

一
〇
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

一
五

－

二

畑

畑

二
、
四
九
六

七
九
九

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
三

－

一

畑

畑

三
、
二
八
〇

二
、
三
八
九

亘
理
町

吉
田

道
上

一
九

－

四

畑

畑

四
七
一

三
三
二

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
五
四

－

一

畑

畑

一
、
一
六
三

二
〇
七

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
一

畑

畑

一
、
九
〇
九

一
、
〇
九
九

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
三

畑

畑

一
、
三
一
三

一
、
一
四
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
〇
五

畑

畑

二
、
四
九
七

二
七
三

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
一

－

二

畑

畑

二
、
〇
〇
五

一
、
六
〇
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
三
七

畑

畑

二
、
五
一
六

五
四
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
三
九

畑

畑

二
、
五
一
七

九
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

三

畑

畑

四
、
一
〇
一

八
九
二

亘
理
町

吉
田

北
下

三
〇
〇

畑

田
・
畑

八
、
〇
三
一

七
、
四
二
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

四
五

－

一

畑

畑

六
、
八
三
〇

一
、
八
〇
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

七
六

－

二

畑

畑

八
〇
〇

一
六
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
八

畑

畑

二
、
四
七
六

一
九
八

亘
理
町

吉
田

南
下

一
五
〇

－

一

畑

畑

一
、
四
一
七

一
四
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
二
九

畑

畑

二
、
五
一
六

一
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
九
二

畑

畑

二
、
四
九
七

一
、
四
一
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
〇
一

畑

畑

二
、
四
九
五

一
四
七

亘
理
町

吉
田

北
下

三
七
〇

畑

畑

四
、
九
九
二

一
、
五
六
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
七
三

畑

畑

二
、
五
四
八

九
四
四

亘
理
町

吉
田

北
畑

五
一

畑

畑

二
、
二
八
四

四
一
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
一
三

畑

畑

二
、
四
九
九

九
九
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
一

畑

畑

二
、
四
七
五

九
〇
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
〇

畑

畑

九
七
四

六
八
七
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亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
〇
〇

畑

田

三
、
二
一
二

三
、
一
一
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
四
三

畑

畑

三
、
八
四
八

二
、
五
八
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

三
六

畑

畑

二
、
三
五
九

八
九
一

亘
理
町

吉
田

北
畑

六
四

－

二

畑

畑

六
、
九
五
八

一
、
六
〇
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
一
七

畑

畑

二
、
四
七
五

六
〇
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
六
〇

畑

畑

一
、
一
五
一

八
三
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

二
九

畑

畑

一
、
七
七
八

一
、
一
八
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
四
八

畑

畑

二
、
〇
四
八

九
五
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
〇
三

畑

畑

三
、
七
六
〇

一
、
〇
〇
三

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
〇
六

畑

畑

二
、
九
五
五

二
、
一
三
四

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

五
二

－

一

畑

畑

六
三
二

五
四
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
八
二

畑

畑

二
、
四
五
八

六
九
〇

亘
理
町

吉
田

北
下

一
五
二

畑

畑

三
、
五
〇
〇

二
、
一
四
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
九
三

畑

畑

二
、
四
九
七

一
、
四
三
四

亘
理
町

吉
田

北
下

一
〇
八

畑

畑

二
、
五
四
八

七
五
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
六
一

畑

畑

二
、
四
八
〇

一
、
五
三
七

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
七
八

－

一

畑

畑

一
、
三
六
〇

一
、
三
一
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
六
九

畑

畑

五
、
一
七
〇

二
、
三
二
一

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
四

畑

畑

八
一
四

四
六
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
二
〇

畑

畑

七
七
五

一
九
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

一
二

三

畑

畑

四
四
二

一
一
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

七
五

田

田

七
六
五

五
三
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
二

畑

畑

二
、
四
七
六

一
、
七
四
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
六
六

畑

畑

三
、
八
五
七

四
六
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
一
三

畑

畑

二
、
五
一
六

一
、
二
四
一

亘
理
町

吉
田

北
下

三
八
二

畑

畑

三
、
四
六
〇

二
、
〇
九
四

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
〇

畑

畑

一
、
九
八
五

八
五
〇

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
七

畑

畑

一
、
五
六
八

二
六
八

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
五

－

二

畑

畑

一
七
二

一
一
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
五
九

－

一

畑

畑

七
八
〇

五
五
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
六
五

畑

畑

三
、
七
四
六

一
、
九
八
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
二

畑

畑

五
、
八
五
四

二
、
九
四
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
九
六

畑

畑

一
、
四
四
七

五
二
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
七

畑

畑

二
、
四
八
八

一
、
一
七
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
一

畑

畑

九
四
一

七
三
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
八

畑

畑

五
七
四

七
三

亘
理
町

吉
田

南
中

七
一

－

二

畑

畑

一
、
一
五
五

六
五
四

亘
理
町

吉
田

南
下

六
〇

－

一

畑

畑

一
、
八
五
二

一
、
三
五
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
八
〇

畑

畑

一
、
一
四
三

八
八
四

亘
理
町

吉
田

南
上

一
三
六

－

一

畑

畑

一
、
七
四
〇

一
、
六
八
二
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亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
七
九

畑

畑

三
、
七
九
〇

一
、
二
三
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

三
三

畑

畑

三
、
四
四
五

三
、
〇
七
〇

亘
理
町

吉
田

南
下

七
五

畑

畑

四
三
一

一
六
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
八
三

畑

畑

二
、
四
六
二

一
、
六
五
一

亘
理
町

吉
田

南
下

八
六

－

七

畑

畑

一
三
六

六
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
六
九

畑

畑

二
、
四
九
三

三
二
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
七
〇

畑

畑

一
、
三
四
六

一
、
三
二
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六
一

畑

畑

二
、
五
〇
〇

二
、
二
八
〇

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六
〇

畑

畑

一
、
一
六
〇

八
四
一

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六
二

畑

畑

二
、
四
九
九

一
、
三
三
二

亘
理
町

吉
田

南
中

九
一

－

一

畑

畑

一
、
七
八
六

一
、
四
四
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
八
八

畑

畑

三
、
六
五
一

二
、
五
七
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

三
五

畑

畑

三
、
三
六
四

五
六
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
五
六

－
三

畑

畑

三
四
六

一
八
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
五

－

一

畑

畑

六
〇
〇

二
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
九

畑

畑

三
、
七
七
五

四
六
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
二
七

畑

畑

二
、
五
一
六

六
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
二
八

畑

畑

一
、
二
五
五

二
九
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
八
三

畑

畑

三
、
七
八
六

一
、
三
四
〇

亘
理
町

吉
田

北
下

三
八

－

一

畑

畑

三
二
八

六
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
五
〇

－

二

畑

畑

五
、
六
七
五

一
、
三
五
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
五
五

畑

畑

五
、
三
九
一

五
、
一
七
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
六

畑

畑

二
、
四
八
八

四
五
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
五

畑

畑

一
、
四
六
五

九
九
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
一
七

畑

畑

四
、
九
〇
〇

二
、
七
二
九

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
六

畑

畑

二
、
五
〇
六

八
九
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
二
三

畑

畑

一
、
五
七
五

八
四
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
四

畑

畑

二
、
四
八
九

一
、
二
九
八

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
八
四

－

二

畑

畑

二
、
三
七
七

二
一
三

亘
理
町

吉
田

南
下

一
〇
五

－

一

畑

田

二
、
四
二
〇

二
、
三
一
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
七
二

畑

畑

三
、
九
一
一

二
、
二
八
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
七
一

畑

畑

五
、
三
〇
四

一
、
〇
六
八

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

二
二

－

一

畑

畑

三
、
〇
八
〇

七
八
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
五
四

畑

畑

一
、
二
一
〇

五
四
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
一
〇

畑

畑

五
、
一
七
九

一
、
六
六
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
九
三

畑

畑

二
、
四
五
九

七
二
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
九
一

畑

畑

二
、
四
五
八

一
、
七
三
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
七
三

畑

畑

二
、
四
九
四

一
、
一
〇
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
九
二

畑

畑

二
、
〇
〇
六

一
、
四
一
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
八
七

畑

畑

二
、
四
六
〇

一
、
七
三
四
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亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
四
一

畑

畑

二
、
五
〇
〇

一
、
七
六
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
二
七

畑

畑

二
、
四
七
一

一
、
七
四
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
五

畑

畑

二
、
五
〇
六

一
、
七
六
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
七
四

畑

畑

三
、
六
五
一

二
、
五
七
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
四

畑

畑

三
、
六
四
八

二
、
五
七
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
一
七

畑

畑

二
、
五
〇
七

一
、
二
八
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
二
六

畑

畑

二
、
五
〇
七

一
、
七
六
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
四
五

畑

畑

三
、
八
八
五

二
、
七
三
九

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
一

畑

畑

二
、
四
七
一

一
、
七
四
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
五
一

畑

畑

二
、
五
〇
六

一
、
七
六
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
六
八

畑

畑

三
、
八
四
八

二
、
七
一
三

亘
理
町

吉
田

北
下

二
五
〇

畑

畑

五
〇
四

二
三
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六
九

畑

畑

三
、
八
九
六

二
、
七
四
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六
五

－
一

畑

畑

二
、
〇
三
二

六
六
五

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
二
九

畑

畑

二
、
四
七
〇

一
、
一
二
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
八

畑

畑

二
、
四
九
八

一
、
三
九
五

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
二
五

畑

畑

二
、
五
〇
七

一
、
七
六
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
三

畑

畑

二
、
四
七
一

一
、
七
四
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
四
〇

畑

畑

二
、
五
〇
〇

一
、
七
六
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
八

畑

畑

二
、
四
九
〇

二
、
二
六
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
五
二

畑

畑

二
、
五
〇
六

一
、
七
六
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
一
六

畑

畑

二
、
五
〇
七

一
、
七
六
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
七
〇

畑

畑

二
、
五
二
九

一
、
四
八
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
二

畑

畑

三
、
八
〇
五

二
、
六
八
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
四
四

畑

畑

三
、
九
三
一

二
、
七
七
一

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
八
三

畑

畑

三
、
六
四
九

八
一
五

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
七
五

畑

畑

三
、
七
五
五

二
、
六
四
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
〇

畑

畑

二
、
四
七
一

一
、
七
四
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
一

畑

畑

二
、
四
二
九

一
、
七
一
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
四
二

畑

畑

二
、
五
〇
〇

五
三
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
一
四

畑

畑

五
、
一
二
三

三
、
二
二
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
四

畑

畑

二
、
〇
三
五

七
四
一

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
五
六

畑

畑

二
、
四
九
九

一
、
七
六
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
四
〇

畑

畑

二
、
五
一
六

一
、
七
七
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
五

畑

畑

二
、
四
九
〇

一
、
七
五
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
四

畑

畑

二
、
四
二
九

一
、
七
一
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
七
九

畑

畑

八
二
五

五
八
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
三

畑

畑

二
、
四
二
九

一
、
六
六
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

八
一

畑

畑

二
四
五

二
三
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
五
〇

畑

畑

二
、
四
七
九

一
、
三
五
三

宮　　城　　県　　公　　報（9）　平成30年３月30日　金曜日 第2946号



亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

二
九
八

畑

畑

六
七
七

四
七
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

九
六

畑

畑

三
二
五

二
二
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
三

－

一

畑

畑

八
二
四

三
一
八

亘
理
町

吉
田

道
下

一
八
一

－

一

畑

畑

四
、
三
〇
三

二
、
六
一
七

亘
理
町

吉
田

道
下

二
二

畑

畑

三
、
七
三
九

二
、
六
三
六

亘
理
町

吉
田

道
上

二
八
七

－

一

畑

畑

六
、
一
〇
一

四
、
三
〇
一

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
七

畑

畑

一
、
五
一
四

一
、
四
五
八

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
二

－

一

畑

畑

二
九
七

一
五
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
〇

畑

畑

一
、
一
二
九

七
九
六

二　

換
地
を
定
め
な
い
土
地

市
町
村
名

大　

字

字

地　

番

地　

目

用　

途

地 

積 

㎡

亘
理
町

吉
田

道
上

二
八
八

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

三
二

亘
理
町

吉
田

北
中

一
三
六

－
二
六

公
衆
用
道
路

道
路

四
〇
七

亘
理
町

吉
田

北
中

一
三
六

－

二
八

公
衆
用
道
路

道
路

一
四
八

亘
理
町

吉
田

北
中

一
三
六

－

三
〇

公
衆
用
道
路

道
路

四
七

亘
理
町

吉
田

北
中

一
三
六

－

二
九

公
衆
用
道
路

道
路

四
五

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
二

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

四
・
三
八

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
九
一

山
林

山
林

二
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
八
四

畑

畑

一
、
六
五
四

亘
理
町

吉
田

道
上

一
三

－

一

山
林

山
林

二
二
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

一
三
七

畑

畑

三
一
〇

亘
理
町

吉
田

村

九
八

－

一

畑

田

一
二
三

亘
理
町

吉
田

村

九
八

－

九

畑

田

一
、
八
五
二

亘
理
町

吉
田

畑
東

二
三

－

一

畑

田

一
七
六

亘
理
町

吉
田

村

一
一
二

－

五

畑

畑

三
五
七

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
五

－

二

畑

畑

六
七
五

亘
理
町

吉
田

道
下

一
六
七

－

五

用
悪
水
路

水
路

六
六

亘
理
町

吉
田

道
下

一
八
〇

－

五

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇
四

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

三
〇

公
衆
用
道
路

道
路

二
七

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
一
七

用
悪
水
路

水
路

一
二

亘
理
町

吉
田

村

一
四
三

畑

畑

四
二
六

亘
理
町

吉
田

村

一
三
九

畑

田

一
、
二
三
七

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
七

畑

畑

一
、
一
一
七

亘
理
町

吉
田

村

一
四
二

－

四

畑

畑

二
三
二

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
五

－

一

畑

畑

一
、
二
八
二

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
五

－

三

畑

畑

五
七
六

亘
理
町

吉
田

村

一
二
三

－

二

畑

畑

五
一
二

亘
理
町

吉
田

村

一
二
四

－

一

畑

畑

九
七
九

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
六

－

一

畑

畑

七
三
九

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
六

－

二

畑

畑

七
五
〇

宮　　城　　県　　公　　報第2946号　平成30年３月30日　金曜日 （10）



亘
理
町

吉
田

村

一
一
二

－

三

畑

畑

四
六
五

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
一

－

一

畑

畑

一
、
一
五
五

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
一

－

三

畑

畑

三
〇
〇

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
一

－

二

畑

畑

四
五

亘
理
町

吉
田

村

一
〇
七

－

五

畑

畑

五
八
一

亘
理
町

吉
田

村

一
〇
八

－

一

畑

畑

四
四
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
七
二

畑

畑

八
三
六

亘
理
町

吉
田

道
上

二
八
一

－

一

畑

田
・
畑

一
、
八
〇
八

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
〇
〇

畑

畑

一
、
三
二
六

亘
理
町

吉
田

道
上

一
八
四

－

一

山
林

山
林

四
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
二
〇

用
悪
水
路

水
路

二
〇
七

亘
理
町

吉
田

道
上

七
七

畑

田

二
、
八
八
九

亘
理
町

吉
田

村

八
九

－
一

畑

畑

一
、
四
〇
〇

亘
理
町

吉
田

村

一
〇
六

畑

畑

九
九
二

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
九

－

一

畑

畑

九
〇
五

亘
理
町

吉
田

道
下

一
六
〇

畑

畑

四
四
六

亘
理
町

吉
田

道
下

一
四
八

－

一

山
林

山
林

一
、
七
一
五

亘
理
町

吉
田

道
下

一
七
三

－

一

用
悪
水
路

水
路

四
七

亘
理
町

吉
田

道
下

一
六
九

－

一

山
林

山
林

八
四
九

亘
理
町

吉
田

村

八
八

－

一

山
林

山
林

六
九
二

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
七
九

－

一

畑

畑

一
、
二
五
九

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
七
九

－

二

畑

畑

一
三
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
八
二

畑

畑

一
、
六
六
二

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
八

－

一

畑

畑

一
、
一
二
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
八

－

二

畑

畑

九
五
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
八

－

一

畑

畑

九
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
六

－

二

畑

畑

五
二

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
八

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

二
三

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
八
九

用
悪
水
路

水
路

二
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
九
一

用
悪
水
路

水
路

一
七

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
四

畑

畑

一
、
三
一
八

亘
理
町

吉
田

道
上

二
二
四

－

四

用
悪
水
路

水
路

五
・
〇
五

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
九
二

畑

畑

一
、
四
〇
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

二

－

六

畑

畑

一
、
一
五
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
三
八

－

二

畑

畑

一
七
〇

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
〇

畑

畑

一
、
五
〇
〇

亘
理
町

吉
田

村

一
一
三

畑

畑

一
、
三
五
六

亘
理
町

吉
田

道
下

一
九

－

一

畑

畑

一
、
七
八
二

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
五

畑

畑

一
、
三
一
八

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
八
六

畑

畑

一
、
二
八
一

宮　　城　　県　　公　　報（11）　平成30年３月30日　金曜日 第2946号



亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
二
四

－

三

畑

畑

一
二
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
二
四

－

二

畑

畑

一
一
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

一
二
〇

公
衆
用
道
路

道
路

一
七
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
八
八

畑

畑

一
、
六
六
二

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
八

畑

畑

一
、
四
〇
〇

亘
理
町

吉
田

村

一
六
一

－

一

畑

田
・
畑

八
一
七

亘
理
町

吉
田

北
中

一
三
四

－

九

公
衆
用
道
路

道
路

一
四
二

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
七

－

一

畑

畑

一
二
六

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
八

－

一

畑

田

八
二
五

亘
理
町

吉
田

道
上

一
一
四

－

一

畑

畑

一
五
五

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
五

－

一

畑

畑

四
七
八

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
五

－

二

畑

畑

五
二

亘
理
町

吉
田

村

一
二
二

－
二

畑

畑

八
〇
五

亘
理
町

吉
田

道
上

二
六
一

－

一

用
悪
水
路

水
路

一
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

二
六
一

－

二

用
悪
水
路

水
路

三
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
二
七

畑

畑

一
、
三
九
七

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

一
九
三

公
衆
用
道
路

道
路

六
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
一
〇

畑

畑

一
、
三
一
八

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
七

畑

畑

一
、
四
〇
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

二
九
五

－

三

畑

畑

二
七
九

亘
理
町

吉
田

道
上

二
九
五

－

四

畑

畑

七
二

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
八

畑

畑

二
三

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
二
〇

－

三

畑

畑

二
・
九
七

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
二
〇

－

二

畑

畑

〇
・
九

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
八

－

一

畑

田

四
、
二
九
六

亘
理
町

吉
田

道
上

二
九
二

－

一

山
林

山
林

三
八
九

亘
理
町

吉
田

村

一
五
一

畑

畑

五
六
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
九

－

二

畑

畑

八
三
六

亘
理
町

吉
田

内
浦

四
三

－

一

畑

畑

六
〇
四

亘
理
町

吉
田

道
下

一
二
九

－

一

畑

畑

五
〇
四

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
七
六

公
衆
用
道
路

道
路

二
、
五
二
三

亘
理
町

吉
田

道
下

一
一
八

公
衆
用
道
路

道
路

一
九

亘
理
町

吉
田

内
浦

四
三

－

二

用
悪
水
路

水
路

六
・
一
四

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

一
九
八

公
衆
用
道
路

道
路

九
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

一
九
九

用
悪
水
路

水
路

五
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
七
三

畑

畑

三
、
二
二
六

亘
理
町

吉
田

道
上

三
八

－

一

畑

畑

二
七
二

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
八
九

－

一

畑

田
・
畑

四
、
〇
三
八

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
九
〇

山
林

山
林

九
八
二

亘
理
町

吉
田

道
上

二
五

山
林

山
林

二
七
二
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亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
五
四

畑

畑

六
三
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
五
五

畑

畑

一
、
〇
九
一

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
五
五

畑

畑

一
、
四
二
一

亘
理
町

吉
田

道
上

二
三
六

－

一

畑

畑

一
、
三
九
二

亘
理
町

吉
田

道
上

二
三
七

－

一

畑

畑

一
二
四

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
二

－

一

畑

畑

一
六
一

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
二

－

二

畑

畑

一
七
九

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
二

－

三

畑

畑

六
一
七

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
二

－

四

畑

畑

二
五
三

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
二

－

八

畑

畑

五
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

二
七

－

五

畑

畑

六
二
六

亘
理
町

吉
田

内
浦

二
七

－

六

畑

畑

一
八

亘
理
町

吉
田

道
上

二
三
六

－
四

公
衆
用
道
路

道
路

六
九

亘
理
町

吉
田

道
上

二
三
六

－

三

用
悪
水
路

水
路

一
九
三

亘
理
町

吉
田

道
上

七

－

四

畑

畑

八
九
九

亘
理
町

吉
田

道
上

七

－

六

畑

畑

九
七

亘
理
町

長
瀞

舟
入

二
五
二

畑

畑

八
六
九

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
二

－

一

畑

畑

一
、
〇
八
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
二

－

二

畑

畑

一
三

亘
理
町

吉
田

塩
田

一
八
二

－

三

畑

畑

二
九
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
七

－

二

畑

畑

二
、
三
〇
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
七

－

七

畑

畑

五
二

亘
理
町

吉
田

道
上

一
四
四

－

一

畑

畑

三
八
二

亘
理
町

吉
田

道
上

一
五
四

畑

畑

四
四
七

亘
理
町

吉
田

道
上

一
五
六

畑

畑

五
四
四

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
〇

－

一

畑

畑

八
九
五

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
一

－

四

畑

畑

一
六
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
一

－

五

畑

畑

三
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
五

－

八
一

田

田

一
、
一
一
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
七
九

畑

畑

三
、
七
九
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
九
九

畑

畑

一
、
六
六
二

亘
理
町

吉
田

道
上

一
四
四

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

七
六

亘
理
町

吉
田

道
上

一
一
六

公
衆
用
道
路

道
路

七
三

亘
理
町

吉
田

道
上

一
八
六

畑

畑

七
一
五

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
四

－

一

畑

畑

四
九

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
四

－

三

畑

畑

七
五

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
九

－

二

畑

田

二
三

亘
理
町

吉
田

道
上

二
三
二

用
悪
水
路

水
路

一
五
二

亘
理
町

吉
田

道
下

一
五
九

－

四

用
悪
水
路

水
路

二
八

亘
理
町

吉
田

道
上

一
七
八

－

二

畑

田

三
一
一
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亘
理
町

吉
田

道
上

一
八
〇

－

一

畑

田
・
畑

一
、
二
九
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
八
八

畑

畑

八
八
一

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
八
九

畑

畑

六
一
〇

亘
理
町

吉
田

道
下

一
二
八

－

二

畑

畑

一
七
九

亘
理
町

吉
田

道
下

一
二
八

－

三

畑

畑

二
一
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
九
〇

－

二

畑

畑

一
〇
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
九
〇

－

三

畑

畑

七
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
五

－

一
一
二

畑

田

一
、
一
二
七

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
五

－

一
一
四

畑

田

一
、
一
三
一

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
三
六

畑

畑

一
、
五
〇
〇

亘
理
町

吉
田

道
下

一
一
三

－

一

畑

畑

二
四
一

亘
理
町

吉
田

道
下

一
四
五

畑

畑

三
、
〇
六
三

亘
理
町

吉
田

道
下

一
四
七

－
一

畑

畑

二
四

亘
理
町

吉
田

道
下

一
一
三

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

一
五

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
一

－

一

畑

畑

一
、
七
八
七

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
四

－

二

畑

畑

七
〇
八

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
五

－

一

畑

畑

九
三
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

三
一

－

三

畑

畑

五
六
三

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
四
二

畑

畑

一
、
四
八
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

四
九
八

畑

畑

四
〇
一

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
二
九

－

一

畑

畑

九
七
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
二
〇

畑

畑

六
〇
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

一
三
〇

畑

畑

四
四
四

亘
理
町

吉
田

塩
田

二
二
九

－

二

畑

畑

四
二
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
三

－

一

畑

畑

一
、
七
七
六

亘
理
町

吉
田

道
上

三
〇

－

一

畑

畑

八
七
五

亘
理
町

吉
田

道
下

三
六

畑

畑

六
五
五

亘
理
町

吉
田

道
下

一
二
三

－

一

畑

畑

七
四
三

亘
理
町

吉
田

道
上

一
〇
三

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

八
八

亘
理
町

吉
田

道
上

二
七
一

－

三

公
衆
用
道
路

道
路

七
二

亘
理
町

吉
田

道
下

五
八

－

一

畑

畑

八
六
三

亘
理
町

吉
田

道
下

四
六

－

一

畑

畑

一
、
〇
〇
二

亘
理
町

吉
田

道
下

八
一

－

一

畑

田

一
、
七
八
三

亘
理
町

吉
田

道
下

四
六

－

三

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
八

－

一

畑

畑

五
〇
九

亘
理
町

吉
田

内
浦

二
二

－

二

畑

畑

一
、
五
七
六

亘
理
町

吉
田

内
浦

二
二

－

一

畑

畑

一
、
五
四
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
四

－

一

畑

畑

六
四
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
四

－

二

畑

畑

五
二

亘
理
町

吉
田

内
浦

二
一

－

三

畑

畑

四
〇
五
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亘
理
町

吉
田

内
浦

二
二

－

三

畑

畑

一
二
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
五
九

畑

畑

五
九
三

亘
理
町

吉
田

道
上

四

－

五

畑

畑

一
七
五

亘
理
町

吉
田

道
上

五

－

一

畑

畑

六
六

亘
理
町

吉
田

道
上

五

－

二

畑

畑

五
七
八

亘
理
町

吉
田

道
下

二

－

七

畑

畑

一
七
四

亘
理
町

吉
田

道
下

五

畑

畑

一
、
二
五
七

亘
理
町

吉
田

道
下

一
〇

－

一

畑

畑

四
四
九

亘
理
町

吉
田

道
下

一
二

－

一

畑

畑

八
〇
〇

亘
理
町

吉
田

道
下

一
九

－

四

畑

畑

一
六
〇

亘
理
町

吉
田

道
下

一
一

－

三

畑

畑

五
六

亘
理
町

吉
田

道
下

一
三

－

一

畑

畑

一
三
九

亘
理
町

吉
田

道
上

一
六

畑

畑

一
、
〇
五
四

亘
理
町

吉
田

道
上

二
四
三

－

二

畑

畑

一
一
四

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
八
五

用
悪
水
路

水
路

二
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

二

－

九

畑

畑

一
一
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
七

畑

畑

五
五
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
四

－

一

畑

畑

三
二
四

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

三
六

畑

畑

七
四
一

亘
理
町

吉
田

北
中

一
三

－

二

用
悪
水
路

水
路

六
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
二
四

畑

畑

六
七
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
三
三

畑

畑

五
〇
八

亘
理
町

吉
田

北
下

九
八

畑

田

一
、
一
一
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
三
八

畑

畑

一
、
四
〇
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
三
四

畑

畑

一
、
八
〇
〇

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
〇

畑

畑

五
八
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
四
四

畑

畑

五
六
九

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

五
六

－

二

畑

畑

一
、
一
二
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

五
二

公
衆
用
道
路

道
路

二
五
〇

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
三
七

公
衆
用
道
路

道
路

一
二
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
二
八

公
衆
用
道
路

道
路

七
四

亘
理
町

吉
田

南
上

二
一
四

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇

亘
理
町

吉
田

北
下

三
〇
二

公
衆
用
道
路

道
路

一
二
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
七

－

一
四

畑

畑

二
二
九

亘
理
町

吉
田

南
下

七

－

四

畑

畑

四
〇
〇

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
四

畑

畑

三
、
九
四
一

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

四
五

－

二

畑

畑

二
一
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
九

－

二

畑

畑

一
七
三

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

四
五

－

四

畑

畑

一
一
一

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

四
五

－

三

畑

畑

七
七
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亘
理
町

吉
田

北
下

一
八
五

田

畑

一
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
九

－

四

畑

畑

七
・
八
一

亘
理
町

吉
田

北
下

一
三
一

公
衆
用
道
路

道
路

二
〇
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
七

畑

畑

一
、
四
四
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

七
二

畑

畑

七
一
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

六
九

畑

畑

二
四
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

六
八

畑

畑

二
一
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

三
七

－

一

畑

畑

一
、
七
八
四

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

三
八

畑

畑

一
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

五
三

－

一

畑

畑

三
二
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

五
六

畑

田

五
〇
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
五
八

畑

畑

五
六
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
六

畑

畑

五
二
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二
－

一
二
九

畑

畑

三
七
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
四

畑

畑

二
九
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
七
一

－

三

畑

田

九
七
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
五
九

公
衆
用
道
路

道
路

七
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
七

公
衆
用
道
路

道
路

七
〇

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
三

公
衆
用
道
路

道
路

三
九

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
一
七

公
衆
用
道
路

道
路

三
七

亘
理
町

吉
田

北
下

六
二

畑

畑

一
、
五
三
六

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
一
〇

－

三

畑

畑

一
六
五

亘
理
町

吉
田

北
下

一
六
六

畑

田

七
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

九

畑

畑

一
、
一
五
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

五
六

公
衆
用
道
路

道
路

八
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

三
〇
〇

畑

畑

一
、
三
八
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
九
九

畑

畑

一
、
三
四
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
二
八

畑

畑

一
、
一
五
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
二
九

公
衆
用
道
路

道
路

四
六

亘
理
町

吉
田

北
下

一
八
六

－

二

畑

畑

三
一
三

亘
理
町

吉
田

北
下

一
三
四

畑

畑

三
、
六
八
三

亘
理
町

吉
田

北
中

二
八

－

一
四

公
衆
用
道
路

道
路

八
・
八
四

亘
理
町

吉
田

北
中

二
八

－

一
二

公
衆
用
道
路

道
路

一
三
五

亘
理
町

吉
田

北
中

二
八

－

六

公
衆
用
道
路

道
路

六
・
四
六

亘
理
町

吉
田

北
中

二
八

－

七

公
衆
用
道
路

道
路

〇
・
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
七
四

畑

畑

二
、
八
八
七

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
八

－

一

畑

畑

八
三
九

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
八

－

二

畑

畑

六
四

亘
理
町

吉
田

北
畑

五
〇

畑

畑

四
七

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
八

－

三

畑

畑

二
三

宮　　城　　県　　公　　報第2946号　平成30年３月30日　金曜日 （16）



亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

五
九

－

一

畑

畑

一
、
二
九
八

亘
理
町

吉
田

北
畑

六
四

－

一

公
衆
用
道
路

道
路

一
四

亘
理
町

吉
田

南
上

七
三

－

二

用
悪
水
路

水
路

六
七

亘
理
町

吉
田

南
中

一

－

五

用
悪
水
路

水
路

五
八

亘
理
町

吉
田

北
下

二
二
五

－

一

畑

畑

二
、
四
〇
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
五

畑

畑

一
六
〇

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
三

－

一

畑

畑

五
一

亘
理
町

吉
田

北
下

一
九
三

－

一

公
衆
用
道
路

道
路

一
七
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

五

用
悪
水
路

水
路

一
〇
二

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

五
九

公
衆
用
道
路

道
路

八
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
〇

畑

畑

一
、
三
七
四

亘
理
町

吉
田

北
下

六
〇

畑

畑

五
七
六

亘
理
町

吉
田

南
中

三
二

－
三

用
悪
水
路

水
路

四
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
六

畑

畑

二
、
五
〇
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
六

－

一

畑

畑

一
、
〇
七
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
〇

－

二

畑

畑

六
四
二

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
一
〇

－

六

畑

畑

三
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
〇

－

四

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

三
五

公
衆
用
道
路

道
路

一
一
二

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

三

用
悪
水
路

水
路

一
二
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
一
六

畑

畑

一
、
九
七
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
九

公
衆
用
道
路

道
路

八
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
〇
七

畑

畑

七
一
二

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二

畑

田

四
、
九
七
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

九

畑

田

一
、
三
七
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
三

畑

畑

一
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
四

畑

畑

九
七
二

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

四

－

一

公
衆
用
道
路

道
路

一
七
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

三
五

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
九
九

－

一

山
林

山
林

一
九
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
七
三

－

一

畑

畑

一
、
五
二
一

亘
理
町

吉
田

北
畑

三
一

－

二

畑

畑

五
・
八
四

亘
理
町

吉
田

北
畑

三
一

－

三

畑

畑

五
・
〇
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
五

畑

畑

七
六
五

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

二
二

－

二

畑

畑

四
八

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

二
二

－

三

畑

畑

五
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
四

畑

畑

一
、
四
九
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
二
六

畑

畑

二
、
四
七
九

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

七
一

－

一

山
林

畑

五
九
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

七
一

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

一
五
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亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

七
二

公
衆
用
道
路

道
路

一
二
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

六
二

公
衆
用
道
路

道
路

一
一
二

亘
理
町

吉
田

南
中

九

－

三

用
悪
水
路

水
路

二
〇

亘
理
町

吉
田

北
下

四
一

畑

畑

五
七
四

亘
理
町

吉
田

北
下

一
二
五

－

一

公
衆
用
道
路

道
路

一
二
五

亘
理
町

吉
田

北
下

三
九
九

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

一
四
一

亘
理
町

吉
田

北
中

七
七

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

八
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
〇
六

畑

畑

六
六
五

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
〇

畑

畑

二
、
八
三
六

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

五
三

公
衆
用
道
路

道
路

一
三
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

四

用
悪
水
路

水
路

一
五
六

亘
理
町

吉
田

南
中

六
〇

－

三

用
悪
水
路

水
路

一
〇

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
二
八

畑

畑

七
五
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一
－

七
六

畑

畑

一
五
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
三
九

畑

畑

六
二
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
〇
二

公
衆
用
道
路

道
路

二
八

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

二
七

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇
七

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

二

用
悪
水
路

水
路

九
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
〇
〇

畑

畑

六
八
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
五
五

畑

畑

三
三
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
一
九

公
衆
用
道
路

道
路

二
六
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
二
七

公
衆
用
道
路

道
路

九
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
二
七

公
衆
用
道
路

道
路

五
七

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

五
五

田

田

六
六
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
〇
〇

公
衆
用
道
路

道
路

八
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
二

公
衆
用
道
路

道
路

八
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
一
七

公
衆
用
道
路

道
路

三
二
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
七
二

境
内
地

境
内
地

五
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
三
四

畑

畑

八
三
八

亘
理
町

吉
田

北
下

四
〇
〇

用
悪
水
路

水
路

六
四

亘
理
町

吉
田

南
下

一
五
三

－

一

畑

畑

一
、
一
七
八

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
〇

畑

田

三
、
三
七
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
六
〇

－

三

畑

畑

四
五
六

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
六
二

－

一

畑

畑

五
〇
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
六
三

－

五

畑

畑

二
〇
二

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
六
〇

－

二

畑

畑

四
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
二

畑

畑

七
〇
五

亘
理
町

吉
田

南
下

一
五
九

－

一

畑

畑

一
八
二

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
三

－

一

畑

畑

二
〇
八

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
三

－

四

畑

畑

一
〇
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亘
理
町

吉
田

南
下

四
九

－

一

畑

田

八
七
四

亘
理
町

吉
田

南
下

一
五
四

－

二

畑

畑

八
六
九

亘
理
町

吉
田

南
下

四
八

山
林

山
林

一
九
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
二
一

畑

畑

五
四
九

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
六

－

二

畑

畑

六
四

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
六

－

三

畑

畑

二
〇

亘
理
町

吉
田

南
中

一
〇
三

畑

畑

八
八
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
一
〇

畑

畑

四
七
五

亘
理
町

吉
田

南
中

六
二

－

二

用
悪
水
路

水
路

三
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
九

畑

田

四
、
一
三
三

亘
理
町

吉
田

南
下

一
三
〇

畑

田

二
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六

－

五

公
衆
用
道
路

道
路

三
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
三
三

－
二

公
衆
用
道
路

道
路

二
七

亘
理
町

吉
田

南
上

一
一
六

－

一

用
悪
水
路

水
路

七
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
六

畑

畑

四
三
八

亘
理
町

吉
田

南
中

七
九

畑

畑

三
六

亘
理
町

吉
田

南
下

一
三
八

－

一

畑

畑

三
六
三

亘
理
町

吉
田

南
中

七
七

－

一

公
衆
用
道
路

道
路

六
二

亘
理
町

吉
田

南
中

八
一

公
衆
用
道
路

道
路

四
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

一
三

畑

畑

一
、
二
〇
五

亘
理
町

吉
田

南
上

一
三
四

－

一

畑

畑

二
六
九

亘
理
町

吉
田

南
上

一
三
五

畑

畑

三
九
三

亘
理
町

吉
田

南
下

五
七

－

二

畑

畑

二
〇
三

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

六
〇

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
七
八

畑

畑

一
、
三
八
八

亘
理
町

吉
田

南
下

六
五

－

一

畑

畑

四
二
九

亘
理
町

吉
田

南
下

七
四

－

二

畑

畑

二
六
九

亘
理
町

吉
田

南
下

七
七

畑

田

七
五
二

亘
理
町

吉
田

南
下

八
五

畑

畑

一
二
五

亘
理
町

吉
田

南
下

八
六

－

三

畑

畑

二
〇
一

亘
理
町

吉
田

南
下

九
〇

畑

畑

二
三
三

亘
理
町

吉
田

南
下

七
四

－

三

公
衆
用
道
路

道
路

一
二

亘
理
町

吉
田

南
下

八
一

公
衆
用
道
路

道
路

一
三

亘
理
町

吉
田

南
下

八
七

畑

畑

二
八
九

亘
理
町

吉
田

南
中

四
六

－

二

用
悪
水
路

水
路

一
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
三
二

畑

畑

一
、
〇
四
二

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
〇
三

畑

畑

九
四
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
八
二

畑

畑

二
、
四
八
五

亘
理
町

吉
田

南
下

一
三
九

畑

畑

一
九
三

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
四

－

一

畑

畑

一
五
五
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亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
七

－

七

畑

畑

九
六

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

七
〇

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

一
七

亘
理
町

吉
田

南
上

一
七
五

－

四

公
衆
用
道
路

道
路

四
・
九
三

亘
理
町

吉
田

南
上

一
一
三

－

三

用
悪
水
路

水
路

四
三

亘
理
町

吉
田

南
中

六
三

－

七

公
衆
用
道
路

道
路

二
四

亘
理
町

吉
田

南
中

六
三

－

八

用
悪
水
路

水
路

二
六

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
九

－

二

山
林

山
林

二
一
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
八

畑

畑

一
、
四
四
六

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
三
〇

畑

畑

六
四
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

一
二

畑

畑

一
、
二
二
三

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
〇
二

畑

畑

六
四
五

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
〇
五

－

一

畑

畑

一
、
六
二
二

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
〇
六

畑

畑

三
〇
二

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
二

－

七

畑

田

一
三
五

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
二

－

一
一

畑

田

一
五
五

亘
理
町

吉
田

南
下

一
六
四

－

二

畑

畑

三
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
四

－

二

畑

畑

九
七

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
七

－

四

畑

畑

九
〇

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
七

－

三

畑

畑

一
一
九

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
七

－

五

畑

畑

一
〇
四

亘
理
町

吉
田

南
下

一
七
七

－

八

畑

畑

一
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

五
九

公
衆
用
道
路

道
路

一
一
二

亘
理
町

吉
田

北
畑

六
九

－

一

畑

田

二
一
四

亘
理
町

吉
田

北
畑

八
七

畑

田

三
八

亘
理
町

吉
田

北
畑

八
八

畑

畑

一
六

亘
理
町

吉
田

北
畑

九
〇

畑

田

一
、
六
四
三

亘
理
町

吉
田

北
畑

九
二

畑

畑

六
二
〇

亘
理
町

吉
田

北
畑

九
七

－

二

畑

畑

四
〇

亘
理
町

吉
田

北
畑

九
九

畑

畑

六
二
九

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
〇
〇

畑

畑

九
九

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
二

－

四

畑

田

六
八
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

二
九
三

畑

畑

二
、
三
七
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

二
九
七

畑

畑

八
四
二

亘
理
町

吉
田

南
下

一
〇
三

－

一

畑

畑

一
二
六

亘
理
町

吉
田

南
下

一
五
七

－

二

畑

畑

三
八
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
五
〇

－

三

畑

畑

四
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
五
二

－

二

畑

田

二
五
〇

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

五
六

－

一

畑

畑

一
、
一
七
七

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
一

畑

畑

二
一
四

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
三

畑

畑

四
四
四

宮　　城　　県　　公　　報第2946号　平成30年３月30日　金曜日 （20）



亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
六

畑

畑

二
六
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
五

畑

畑

三
二
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
五

畑

畑

二
二
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
三
〇

－

二

畑

畑

三
二
四

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
三
九

－

一

畑

畑

一
七
三

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
四
二

－

一

畑

畑

三
〇
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
四
四

－

一

畑

畑

六
三
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二

田

田

一
、
一
〇
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
九

畑

畑

五
九
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
七
〇

公
衆
用
道
路

道
路

一
三
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
一
八

公
衆
用
道
路

道
路

六
九

亘
理
町

吉
田

南
中

一
四
四

用
悪
水
路

水
路

四
一

亘
理
町

吉
田

南
中

五
四

－
三

用
悪
水
路

水
路

一
六

亘
理
町

吉
田

南
中

五
四

－

八

用
悪
水
路

水
路

九
・
〇
一

亘
理
町

吉
田

北
下

九
七

畑

畑

八
九
二

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
〇
三

畑

畑

一
、
三
四
三

亘
理
町

吉
田

南
上

一
三
二

畑

畑

二
〇
七

亘
理
町

吉
田

北
下

一

－

四

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇
一

亘
理
町

吉
田

南
上

二
二
四

－

一

公
衆
用
道
路

道
路

二
九

亘
理
町

吉
田

南
中

二
〇

－

一

用
悪
水
路

水
路

四
九

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

一
六

畑

畑

一
、
二
八
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
四
五

－

八

畑

畑

三
一
三

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

六
三

公
衆
用
道
路

道
路

一
一
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

八

畑

畑

一
、
一
九
八

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
三
一

畑

畑

六
四
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
三

－

一

畑

畑

一
七
五

亘
理
町

吉
田

北
畑

一
一
五

畑

畑

四
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
九

畑

畑

六
七
〇

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
八

畑

畑

二
一
九

亘
理
町

吉
田

南
上

一
三
八

－

五

畑

田

二
三

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
七

公
衆
用
道
路

道
路

三
三

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
一
二

公
衆
用
道
路

道
路

一
三

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一
九
四

畑

畑

一
、
三
二
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一

－

三

畑

畑

一
、
一
六
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六

畑

畑

八
七
六

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

三

畑

田

一
一

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
八

畑

田

三
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
〇

畑

畑

五
九
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
三

畑

畑

六
三
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

八
六

畑

畑

五
〇
〇
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亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

一
六
一

畑

畑

三
四
二

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

八
四

畑

畑

一
四
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
四
一

公
衆
用
道
路

道
路

一
二
七

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
四

公
衆
用
道
路

道
路

四
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
三
六

公
衆
用
道
路

道
路

二
八

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
一
三

公
衆
用
道
路

道
路

一
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
一
二

畑

畑

九
一
四

亘
理
町

吉
田

北
下

三
八
七

公
衆
用
道
路

道
路

二
〇
九

亘
理
町

吉
田

北
中

六
八

－

三

公
衆
用
道
路

道
路

七
九

亘
理
町

吉
田

北
下

二
三
七

畑

畑

二
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
七
六

畑

畑

二
、
四
八
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
二
二

畑

畑

四
七
三

亘
理
町

吉
田

南
上

一
二
三

－
一

公
衆
用
道
路

道
路

三
四

亘
理
町

吉
田

南
上

一
二
〇

－

二

用
悪
水
路

水
路

五
五

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
二
八

畑

畑

一
、
三
七
七

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
二
五

畑

畑

六
九
九

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
三
九

畑

畑

一
、
二
四
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
三
九

畑

畑

二
、
一
〇
七

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
〇

畑

畑

二
五
六

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
一

畑

畑

一
二
八

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
二

畑

畑

一
、
二
二
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
六
五

－

二

畑

畑

五
〇
八

亘
理
町

吉
田

北
中

六
六

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

四
・
六

亘
理
町

吉
田

南
上

二
一
二

公
衆
用
道
路

道
路

二
六

亘
理
町

吉
田

北
下

三
五
五

用
悪
水
路

水
路

八
五

亘
理
町

吉
田

南
上

一
一
九

－

三

用
悪
水
路

水
路

三
四

亘
理
町

吉
田

北
中

三

－

三

用
悪
水
路

水
路

一
〇
三

亘
理
町

吉
田

南
上

八
一

－

二

用
悪
水
路

水
路

三
〇

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六
六

畑

畑

一
、
三
一
四

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
四
三

畑

畑

二
、
五
〇
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

一

－

三
〇
四

畑

畑

八
一
一

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

一
一
五

畑

畑

三
、
八
八
一

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
〇
四

畑

畑

二
二
九

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
〇
六

畑

畑

二
〇
八

亘
理
町

吉
田

北
中

一
〇
四

畑

田

七
二
六

亘
理
町

吉
田

北
中

一
〇
二

－

三

畑

田

八
九

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
二
六

公
衆
用
道
路

道
路

五
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
〇
三

公
衆
用
道
路

道
路

三
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

二

－

二
〇
五

公
衆
用
道
路

道
路

二
五

亘
理
町

吉
田

松
ケ
崎
山

二
五
一

畑

畑

一
、
三
三
九
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亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
二

山
林

山
林

二
五
七

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
八
八

－

六

用
悪
水
路

水
路

一
〇
二

亘
理
町

吉
田

南
須
賀
畑

六

－

四

公
衆
用
道
路

道
路

三
九

亘
理
町

吉
田

北
下

三
八
四

用
悪
水
路

水
路

六
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
三

－

三

畑

畑

六
五
六

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
〇
三

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

一
三
〇

亘
理
町

吉
田

南
下

一
五
四

－

一

山
林

山
林

一
九
〇

亘
理
町

吉
田

内
浦

五
三

－

二
七

畑

畑

一
、
四
一
〇

亘
理
町

吉
田

道
上

二
八
七

－

四

公
衆
用
道
路

道
路

一
二
三

亘
理
町

吉
田

道
上

二
八
七

－

二

公
衆
用
道
路

道
路

三
六

亘
理
町

吉
田

道
上

三
七

畑

畑

一
八
一

亘
理
町

吉
田

道
上

三
六

－

五

畑

畑

二
六

亘
理
町

吉
田

道
上

二
一
二

－
二

用
悪
水
路

水
路

一
〇
一

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
四
九

－

二

畑

畑

一
八
九

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

一
四
九

－

四

公
衆
用
道
路

道
路

一
〇

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

五
三

公
衆
用
道
路

道
路

八
四

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

六

山
林

山
林

一
、
二
五
三

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

六
一

公
衆
用
道
路

道
路

一
一
〇

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

一
四

山
林

山
林

一
、
一
八
六

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

五
八

公
衆
用
道
路

道
路

九
五

亘
理
町

吉
田

砂
浜

一

－

一
一

山
林

山
林

一
、
二
六
八

亘
理
町

吉
田

道
下

一
六
八

－

二

用
悪
水
路

水
路

三
七

亘
理
町

吉
田

道
下

一
七
五

－

二

用
悪
水
路

水
路

一
一

亘
理
町

吉
田

道
下

一
七
八

－

二

用
悪
水
路

水
路

四
・
〇
一

亘
理
町

吉
田

内
浦

一
九

－

四

山
林

山
林

一
八
〇

亘
理
町

吉
田

須
賀
畑

二
一
〇

－

二

山
林

山
林

五
一

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
追
波
前
無
番
地
先

か
ら

同
市
北
上
町
十
三
浜
字
立
神
二
五
四
番
一
地

先
ま
で

前
Ａ
　

五
・
五
〜

 

一
二
・
八

一
、
六
八
九
・
八
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

　
　
　

　
　
　

後
Ａ

　
　
　

　
　
　

　

Ｂ
　

九
・
八
〜

 

二
九
・
一

一
、
六
四
七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
築
館
字
萩
沢
向
柳
無
番
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
横
須
賀
曽
内
無
番
地
先
ま
で

前

　

九
・
一
〜

 

三
七
・
八

 

七
九
二
・
七

後

一
一
・
六
〜

 

三
八
・
三

 

七
九
二
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
七
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

前
Ａ
　

八
・
九
〜

 

三
八
・
四

一
、
七
八
八
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を
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大
崎
市
古
川
塚
目
字
岡
三
五
二
番
二
地
先
か

ら同
市
古
川
穂
波
二
丁
目
四
四
番
四
地
先
ま
で
　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

八
・
九
〜

 

三
八
・
四

一
、
七
八
八
・
四

い
う
。

　

区
間
Ｂ
に
つ

い
て
、
県
道
坂

本
古
川
線
と
の

重
複
に
よ
り
供

用
開
始
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な

す
。

一
三
・
五
〜

 

六
二
・
五

二
、
〇
〇
四
・
四

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

坂
本
古
川
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
塚
目
字
岡
三
六
七
番
二
地
先
か

ら同
市
古
川
字
竹
ノ
内
一
六
四
番
地
先
ま
で

前
Ａ

一
三
・
五
〜

 

六
二
・
五

二
、
〇
〇
四
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

区
間
Ｂ
に
つ

い
て
、
一
般
国

道
三
四
七
号
と

の
重
複
に
よ
り

供
用
開
始
が
あ

っ
た
も
の
と
み

な
す
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ

一
三
・
五
〜

 

六
二
・
五

二
、
〇
〇
四
・
四

　

八
・
九
〜

 

三
八
・
四

一
、
四
一
〇
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
久
保
六
番
四

地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
廻
館
前
三
四
番
一
地
先

ま
で

前
Ａ
　

九
・
〇
〜

 

四
一
・
〇

一
、
七
一
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

　

区
間
Ｃ
に
つ

い
て
、
一
般
国

道
四
五
号
と
の

重
複
に
よ
り
供

用
開
始
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な

す
。

　

Ｂ

一
一
・
〇
〜

 

三
六
・
〇

一
、
一
〇
五
・
七

　

Ｃ

一
二
・
〇
〜

 

三
一
・
〇

七
〇
〇
・
〇

後
Ａ
　

九
・
〇
〜

 

四
一
・
〇

七
四
五
・
〇

　

Ｂ

一
一
・
〇
〜

 

三
六
・
〇

二
五
五
・
七

　

Ｃ

一
二
・
〇
〜

 

七
〇
・
〇

一
、
九
五
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
追
波
前
無
番
地
先
か
ら

同
市
北
上
町
十
三
浜
字
立
神
二
五
四
番
一
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

三
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

石
巻
市
大
瓜
字
箕
輪
一
七
七
番
六
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
休
石
六
八
番
四
地
先
ま
で

平
成
三
十
年

三
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

綱
木
沢
２

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
綱
木
西
（
次
の
図
の
と

お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

杉
ノ
沢

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
杉
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

湯
ノ
沢
１

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
湯
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

湯
ノ
沢
２

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
湯
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

折
立
沢
２

－

２

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
折
立
六
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
倉
沢

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
上
下
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
浪
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
大
浪
（
次
の
図
の
と
お

り
）

一
貫
地
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
一
貫
地
（
次
の
図
の
と

お
り
）

愛
宕
山
西
の

沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
愛
宕
山
西
（
次
の
図

の
と
お
り
）

太
夫
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
太
夫
（
次
の

図
の
と
お
り
）

馬
乙
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
馬
乙
（
次
の
図

の
と
お
り
）

橋
本
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
橋
本
（
次
の

図
の
と
お
り
）

湯
元
沢
２

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
枇
杷
原
西
（
次

の
図
の
と
お
り
）

枇
杷
原
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
枇
杷
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

中
谷
地
山
の

沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
中
谷
地
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

鹿
ノ
上
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
鹿
ノ
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）

小
塚
東
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
小
塚
東（
次
の
図
の
と
お
り
）

茂
庭
原
山
の

沢
１

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
原
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

茂
庭
原
山
の

沢
２

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
原
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

茂
庭
原
山
の

沢
３

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
原
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

茂
庭
原
山
の

沢
４

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
原
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

新
組
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
新
組
（
次
の
図
の
と

お
り
）

飛
石
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
生
出
茂
庭
（
次
の
図
の
と
お

り
）

熊
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
高
田
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

茂
庭
高
田
山

の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
高
田
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

茂
庭
鍋
田
の

沢

－

１

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
鍋
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

茂
庭
鍋
田
の

沢

－

２

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
鍋
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

洞
屋
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
梨
野
中
（
次
の
図
の
と

お
り
）

茂
庭
梨
野
中

の
沢
１

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
梨
野
中
（
次
の
図
の
と

お
り
）

地
獄
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
梨
野
中
（
次
の
図
の
と

お
り
）
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茂
庭
梨
野
中

の
沢
２

－

１

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
梨
野
中
（
次
の
図
の
と

お
り
）

茂
庭
梨
野
中

の
沢
２

－

２

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
梨
野
中
（
次
の
図
の
と

お
り
）

三
居
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
嶺
岸
（
次
の
図
の
と
お
り
）

茂
庭
向
根
の

沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
向
根
（
次
の
図
の
と
お

り
）

向
根
の
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
向
根
（
次
の
図
の
と
お
り
）

人
来
田
東
の

沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
人
来
田
東
（
次
の
図
の
と
お

り
）

峰
岸

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
峰
岸
（
次
の
図
の
と

お
り
）

向
根

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
向
根
（
次
の
図
の
と

お
り
）

人
来
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
人
来
田
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
町
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
生
出
（
次
の
図
の
と

お
り
）

松
波
町
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
松
波
町
（
次
の
図
の

と
お
り
）

越
路
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
越
路
（
次
の
図
の
と
お
り
）

向
山
二
丁
目

の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
向
山
二
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

向
山
二
丁
目

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
向
山
二
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

向
山
一
丁
目

の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
向
山
一
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

向
山
一
丁
目

の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
向
山
一
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

萩
ヶ
丘
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
萩
ヶ
丘
（
次
の
図
の
と
お
り
）

萩
ヶ
丘
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
萩
ヶ
丘
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
境
野
字
中
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

湯
ノ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
湯
ノ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

霊
屋
下
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
霊
屋
下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

八
幡
五
丁
目

の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
字
五
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

八
幡
五
丁
目

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
字
五
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

国
見
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
字
一
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

国
見
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

千
代
田
町
の

３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
千
代
田
町
字
四
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

川
平
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
水
の
森
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

双
葉
ヶ
丘
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
双
葉
ヶ
丘
字
一
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

北
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
北
山
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

青
葉
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
青
葉
町（
次
の
図
の
と
お
り
）

長
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
作
並
字
長
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

二
橋

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
作
並
字
二
橋
（
次
の
図
の
と

お
り
）

青
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
青
山
二
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

香
澄
町
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
香
澄
町
（
次
の
図
の

と
お
り
）

三
十
人
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
川
内
三
十
人
町
（
次
の
図
の

と
お
り
）

国
見
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

国
見
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

北
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
北
山
字
一
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

東
勝
山
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
東
勝
山
字
二
丁
目
（
次
の
図

の
と
お
り
）

東
勝
山
の
８

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
東
勝
山
字
二
丁
目
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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八
幡
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
字
五
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

折
立
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
折
立
字
五
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

折
立
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
折
立
字
五
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

吉
成
一
丁
目

の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
字
一
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

茂
庭
台
五
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台
字
五
丁
目
（
次
の
図

の
と
お
り
）

国
見
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
字
六
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

貝
ヶ
森
四
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
貝
ヶ
森
字
四
丁
目
（
次
の
図

の
と
お
り
）

国
見
ヶ
丘
二

丁
目
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ヶ
丘
字
二
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

国
見
ヶ
丘
四

丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ヶ
丘
字
四
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

国
見
ヶ
丘
五

丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ヶ
丘
字
五
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

稲
塚
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
稲
塚
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

稲
塚
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
稲
塚
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

稲
塚
山
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
稲
塚
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

稲
塚
山
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
稲
塚
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
田
中
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
長
田
中
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
田
中
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
長
田
中
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
田
中
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
長
田
中
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
田
中
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
長
田
中
（
次
の
図
の

と
お
り
）

針
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
針
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

高
田
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
高
田
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

高
田
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
高
田
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

高
田
山
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
高
田
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

銅
谷
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
銅
谷
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

梨
野
西
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
梨
野
西
（
次
の
図
の

と
お
り
）

梨
野
西
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
梨
野
西
（
次
の
図
の

と
お
り
）

茂
庭
台
五
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台
字
五
丁
目
（
次
の
図

の
と
お
り
）

矢
倉
木

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
矢
倉
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

立
石

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
立
石
（
次
の
図
の
と

お
り
）

梨
野
東

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
梨
野
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

町
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
町
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

生
出
前
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
生
出
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
ノ
原
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
上
ノ
原
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

茂
ヶ
崎
二
丁

目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
ヶ
崎
二
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

細
野
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
細
野
原
（
次

の
図
の
と
お
り
）

橋
本
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
橋
本
（
次
の

図
の
と
お
り
）

橋
本
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
橋
本
（
次
の

図
の
と
お
り
）

寺
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
寺
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

綱
木
東

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

杉
ノ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
杉
ノ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

綱
木
西

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
西
（
次
の
図
の

と
お
り
）
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舟
木
南

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
舟
木
南
（
次
の
図
の

と
お
り
）

国
見
ヶ
丘

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ヶ
丘
字
四
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

綱
木
前
山
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
前
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

綱
木
前
山
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
前
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

綱
木
前
山
の

３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
前
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

綱
木
前
山
の

４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
前
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

綱
木
前
山
の

５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
前
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

綱
木
裏
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
茂
庭
字
綱
木
裏
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

白
木
澤
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
白
木
澤
（
次

の
図
の
と
お
り
）

白
木
澤
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
白
木
澤
（
次

の
図
の
と
お
り
）

枇
杷
原
西

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
枇
杷
原
西

（
次
の
図
の
と
お
り
）

沼
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
沼
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

沼
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
沼
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寺
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
寺
前
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寺
山

－

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
寺
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寺
山

－

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
寺
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

長
田
中

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
長
田
中
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
田
南

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
長
田
南
（
次
の
図
の

と
お
り
）

稲
塚
南

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
稲
塚
南
（
次
の
図
の

と
お
り
）

稲
塚
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
稲
塚
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

中
谷
地
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
中
谷
地
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

鹿
ノ
上

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
鹿
ノ
上
（
次
の
図
の

と
お
り
）

中
ノ
森

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
中
ノ
森
（
次
の
図
の

と
お
り
）

亀
ケ
森

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
亀
ケ
森
（
次
の
図
の

と
お
り
）

生
出
前
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
生
出
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

台
屋
敷
沢

土
石
流

仙
台
市
宮
城
野
区
台
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

西
台
屋
敷
沢

土
石
流

仙
台
市
宮
城
野
区
台
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鶴
ヶ
谷

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
宮
城
野
区
安
養
寺
二
丁
目
、
鶴
ヶ
谷

一
丁
目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

愛
宕
下
中
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
愛
宕
下
中
（
次
の
図

の
と
お
り
）

惣
膳
原
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
小
角
字
惣
膳
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

銅
谷
屋
敷
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
銅
谷
屋
敷
（
次
の
図

の
と
お
り
）

荒
砥
沢
１

土
石
流

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
銅
谷
堤
下
（
次
の
図

の
と
お
り
）

荒
砥
沢
２

土
石
流

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
銅
谷
堤
下
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
荒
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
下
荒
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

堂
所
屋
敷
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
根
白
石
字
堂
所
屋
敷
（
次
の
図

の
と
お
り
）

芳
ノ
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
芳
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

台
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
台（
次
の
図
の
と
お
り
）

戸
平

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
戸
平
、
字
六
堂
屋
敷
二

番
、
泉
区
北
中
山
一
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

東
黒
松
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
字
堤
（
次
の
図
の
と
お

り
）

丸
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
字
丸
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

宮　　城　　県　　公　　報（29）　平成30年３月30日　金曜日 第2946号



山
の
寺
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
山
の
寺
字
一
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

真
美
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
真
美
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

向
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
字
向
原
（
次
の
図
の
と

お
り
）

向
陽
台
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
向
陽
台
一
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

東
黒
松

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
字
堤
（
次
の
図
の
と
お

り
）

南
光
台
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
南
光
台
字
一
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

山
の
寺

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
山
の
寺
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

本
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
本
田
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

天
神
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
天
神
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

向
原
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
杉
ノ
田
（
次
の
図
の

と
お
り
）

泉
中
央
三
丁

目
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

泉
中
央
三
丁

目
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
字
三
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

新
道

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
新
道
（
次
の
図
の
と

お
り
）

将
監
の
９

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
将
監
十
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

本
田
町
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
本
田
町
（
次
の
図
の
と
お
り
）

滝
の
沢

土
石
流

名
取
市
愛
島
塩
手
西
滝
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

長
畑
沢
１

土
石
流

名
取
市
高
舘
川
上
長
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

長
畑
沢
２

土
石
流

名
取
市
高
舘
川
上
長
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
南
峰
沢

土
石
流

名
取
市
愛
島
笠
島
中
ノ
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鈴
ヶ
森
沢
１

土
石
流

名
取
市
愛
島
笠
島
鈴
ヶ
森
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鈴
ヶ
森
沢
２

土
石
流

名
取
市
愛
島
笠
島
鈴
ヶ
森
（
次
の
図
の
と
お

り
）

植
松

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
植
松
二
丁
目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

名
取
ヶ
丘
の

３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
飯
野
坂
七
丁
目（
次
の
図
の
と
お
り
）

ゆ
り
が
丘
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
ゆ
り
が
丘
二
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

那
智
ヶ
丘
一

丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
那
智
ヶ
丘
一
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

ゆ
り
が
丘
の

３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
ゆ
り
が
丘
三
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

ゆ
り
が
丘
の

４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
ゆ
り
が
丘
五
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

那
智
ヶ
丘

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
那
智
ヶ
丘
五
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

ゆ
り
が
丘
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
ゆ
り
が
丘
五
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鮎
川
浜
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所

鮎
川
浜
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

十
八
成
道

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
鮎
川
浜
字
十
八
成
道
（
次
の
図
の
と

お
り
）

鮎
中

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鮎
小

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
鮎
川
浜
字
清
崎
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鮎
川
浜
１
号

沢

土
石
流

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鮎
川
浜
３
号

沢

土
石
流

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
峠
１
号
沢

土
石
流

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
峠
沢

土
石
流

石
巻
市
鮎
川
浜
字
鬼
形
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

新
山
浜
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
新
山
浜
字
不
動
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

新
山
浜
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
新
山
浜
字
不
動
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）
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新
山
沢
１
号

沢

土
石
流

石
巻
市
新
山
浜
字
入
畑
（
次
の
図
の
と
お
り
）

泊
浜

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
泊
浜
字
泊
（
次
の
図
の
と
お
り
）

泊
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
泊
浜
字
泊
（
次
の
図
の
と
お
り
）

泊
３
号
沢

土
石
流

石
巻
市
泊
浜
字
平
畑
（
次
の
図
の
と
お
り
）

泊
１
号
沢
の

１

土
石
流

石
巻
市
泊
浜
字
山
王
（
次
の
図
の
と
お
り
）

泊
１
号
沢
の

２

土
石
流

石
巻
市
泊
浜
字
泊
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
泊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
田
代
浜
字
大
泊（
次
の
図
の
と
お
り
）

仁
斗
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
田
代
浜
字
仁
斗
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

仁
斗
田
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
田
代
浜
字
仁
斗
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

西
沢

土
石
流

石
巻
市
田
代
浜
字
大
泊
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
泊
浜
沢

土
石
流

石
巻
市
田
代
浜
字
大
泊
（
次
の
図
の
と
お
り
）

前
網

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
網
（
次
の
図
の
と
お
り
）

前
浜
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

前
浜
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

寄
磯

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
寄
磯
浜
字
五
梅
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

小
屋
取
沢

土
石
流

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
屋
取
２
号

沢

土
石
流

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
森
西
沢
２

土
石
流

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

荒
東
沢

－

１

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒
（
次
の
図
の
と
お

り
）

荒
東
沢

－

２

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒
（
次
の
図
の
と
お

り
）

小
富
士
沢

－

１

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒
（
次
の
図
の
と
お

り
）

小
富
士
沢

－

２

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒
（
次
の
図
の
と
お

り
）

小
富
士
沢

－

３

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒
（
次
の
図
の
と
お

り
）

荒
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒
（
次
の
図
の
と
お

り
）

熊
沢
の
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
熊
沢
、
字
大
畑
（
次

の
図
の
と
お
り
）

熊
沢
１
号

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
熊
沢
、
字
大
畑
（
次

の
図
の
と
お
り
）

熊
沢
１
号
の

２

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
熊
沢
、
字
大
畑
（
次

の
図
の
と
お
り
）

熊
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
熊
沢
、
字
大
畑
（
次

の
図
の
と
お
り
）

羽
坂
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
桑
浜
字
羽
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）

宮
下
坂

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
天
神
（
次
の
図
の
と

お
り
）

天
神
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
天
神
（
次
の
図
の
と

お
り
）

神
浜
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
大
浜
、
字
袖
浜
（
次

の
図
の
と
お
り
）

浪
板
２
号
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

波
板
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

波
板
沢
２

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

中
の
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

浪
板
沢

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

熊
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
大
畑
（
次
の
図
の
と

お
り
）

羽
坂

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
桑
浜
字
羽
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）

羽
坂
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
桑
浜
字
羽
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）
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立
浜

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
天
神
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
浜

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
大
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

波
板

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
浜
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
袖
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

波
板
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

波
板
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
波
板
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
浜
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
大
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
浜
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
大
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寺
下
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
寺
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

寺
下
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
寺
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

天
神

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
天
神
（
次
の
図
の
と

お
り
）

立
浜
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

熊
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
熊
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

熊
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
大
畑
、
字
熊
沢
（
次

の
図
の
と
お
り
）

蜂
ヶ
沢

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
山
王
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

針
岡
沢

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
小
弁
蔵
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
道
南
の
沢

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
中
道
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
道
南
の
沢

２

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
中
道
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
道
南
の
沢

３

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
六
角
（
次
の
図
の
と
お
り
）

浦
の
沢

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
田
内
沢

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
小
田
内
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
福
地
沢

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
小
田
内
（
次
の
図
の
と
お
り
）

加
茂
川
２
号

沢

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
畠
中
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
福
地
沢

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
舘
下
入
（
次
の
図
の
と
お
り
）

狭
沢

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
舘
下
入
（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
道
入

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
石
道
入
（
次
の
図
の
と
お
り
）

赤
柴
沢

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
赤
柴
上
（
次
の
図
の
と
お

り
）

柴
沢

－

１

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
大
迫
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
沢

－

２

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
梅
木
（
次
の
図
の
と
お
り
）

久
根
沢

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
仲
里
（
次
の
図
の
と
お
り
）

引
浪
沢

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
引
浪
前
、
字
引
浪
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
垣
沢

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
上
垣
前
、
字
堂
ノ
迫
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
土
沢

土
石
流

石
巻
市
大
森
字
日
影
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
枝
沢

土
石
流

石
巻
市
東
福
田
字
小
枝
、
字
高
森
（
次
の
図

の
と
お
り
）

久
保
沢

土
石
流

石
巻
市
北
境
字
久
保
、
字
蒜
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

尾
崎
沢

土
石
流

石
巻
市
尾
崎
字
宮
下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

尾
ノ
崎
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
尾
崎
字
弘
象
（
次
の
図
の
と
お
り
）

尾
ノ
崎
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
尾
崎
字
弘
象
、
字
宮
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

尾
ノ
崎
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
尾
崎
字
宮
下
、
字

浜
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
土
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
大
森
字
大
土
（
次
の
図
の
と
お
り
）
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東
福
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
東
福
田
字
宮
ノ
上
（
次
の
図
の
と
お

り
）

中
道

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
中
道
（
次
の
図
の
と
お
り
）

上
垣
前
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
三
輪
田
字
上
垣
前
、
字
堂
ノ
迫
（
次

の
図
の
と
お
り
）

ト
ヤ
ケ
森
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
北
境
字
ト
ヤ
ケ
森
（
次
の
図
の
と
お

り
）

久
保

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
北
境
字
久
保
（
次
の
図
の
と
お
り
）

蒜
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
北
境
字
屋
木
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

内
手
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
東
福
田
字
小
枝
、
字
内
手
（
次
の
図

の
と
お
り
）

内
手
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
東
福
田
字
小
枝
、
字
内
手
（
次
の
図

の
と
お
り
）

小
枝
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
東
福
田
字
小
枝
、
字
高
森
（
次
の
図

の
と
お
り
）

小
谷
地

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
東
福
田
字
宮
ノ
上
（
次
の
図
の
と
お

り
）

上
垣
前
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
三
輪
田
字
上
垣
前
、
字
堂
ノ
迫
（
次

の
図
の
と
お
り
）

上
垣
前
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
三
輪
田
字
上
垣
前
、
字
堂
ノ
迫
（
次

の
図
の
と
お
り
）

中
里
前
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
三
輪
田
字
仲
里（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
道
入
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
石
道
入（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
道
入
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
石
道
入（
次
の
図
の
と
お
り
）

舘
下
入
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
舘
下
入（
次
の
図
の
と
お
り
）

舘
下
入
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
石
道
入
、
字
舘
下
入
（
次
の

図
の
と
お
り
）

舘
下
入
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
舘
下
入（
次
の
図
の
と
お
り
）

舘
下
入
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
舘
下
入（
次
の
図
の
と
お
り
）

畠
中
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
畠
中
（
次
の
図
の
と
お
り
）

畠
中
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
日
影
（
次
の
図
の
と
お
り
）

日
影

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
日
影
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
田
内
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
小
田
内（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
田
内
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
小
田
内（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
田
内
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
小
田
内（
次
の
図
の
と
お
り
）

加
茂
崎
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
福
地
字
加
茂
崎（
次
の
図
の
と
お
り
）

六
角
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
六
角
（
次
の
図
の
と
お
り
）

六
角
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
六
角
（
次
の
図
の
と
お
り
）

六
角
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
六
角
（
次
の
図
の
と
お
り
）

六
角
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
六
角
（
次
の
図
の
と
お
り
）

浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
弁
蔵

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
小
弁
蔵（
次
の
図
の
と
お
り
）

小
向

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
針
岡
字
小
向
（
次
の
図
の
と
お
り
）

中
里
前
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
三
輪
田
字
仲
里
前
（
次
の
図
の
と
お

り
）

中
里
前
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
三
輪
田
字
仲
里（
次
の
図
の
と
お
り
）

浦
宿
沢
２

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
石
ノ
田
（
次
の
図

の
と
お
り
）

門
前
一
号
沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
石
ノ
田
（
次
の
図

の
と
お
り
）

旭
ヶ
丘
１
の

沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
外
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

針
浜
２
の
沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
針
浜
字
後
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

針
浜
１
の
沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
針
浜
字
後
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）
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石
ノ
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
石
ノ
田
（
次
の
図

の
と
お
り
）

門
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
門
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

尾
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦
字
尾
浦
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
三
郎
浜
（
次
の
図

の
と
お
り
）

石
ノ
田
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
石
ノ
田
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浜
田
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
小
屋
ノ
口
（
次
の

図
の
と
お
り
）

針
浜
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
針
浜
字
針
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

針
浜
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
外
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

桜
木
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

遠
田
郡
美
里
町
字
桜
木
町
（
次
の
図
の
と
お

り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所

小
島

急
傾
斜
地

の
崩
壊

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
小
島
（
次
の
図
の
と

お
り
）

桜
館
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
桜
舘
（
次
の
図
の
と

お
り
）

花
見
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
花
見
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

天
王

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
花
見
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

真
岸

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
真
岸
（
次
の
図
の
と

お
り
）

藤
松
下
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
藤
松
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

七
曲

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
七
曲
（
次
の
図
の
と

お
り
）

三
本
木
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
字
西
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

三
本
木
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
字
西
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

萱
刈
庭

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
萱
刈
庭
（
次
の
図
の

と
お
り
）

桜
館
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
桜
舘
（
次
の
図
の
と

お
り
）

桜
館
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
桜
舘
（
次
の
図
の
と

お
り
）

花
見
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
斉
田
字
花
見
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

鹿
野
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
字
鹿
野
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鹿
野
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
字
鹿
野
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

白
坂

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
字
白
坂（
次
の
図
の
と
お
り
）

寺
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
蟻
ケ
袋
字
寺
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

鳥
屋
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
坂
本
字
鳥
屋
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

安
寺
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
坂
本
字
安
寺
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

藤
松
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
藤
松
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

山
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
蟻
ケ
袋
字
山
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

鹿
野
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
字
鹿
野
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

多
高
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
多
高
田
（
次
の
図
の

と
お
り
）

桑
折
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
相
ノ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

桑
折
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
沼
下
（
次
の
図
の
と

お
り
）

菅
ノ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
菅
ノ
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

藤
松
下
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
藤
松
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

藤
松
下
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
蛇
沼
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

藤
松
下
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
桑
折
字
蛇
沼
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

西
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
秋
田
字
西
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

西
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
秋
田
字
西
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）
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西
沢
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
秋
田
字
西
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

前
谷
地

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
秋
田
字
西
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

松
長
根

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
秋
田
字
松
長
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

舘
崎
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
舘
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

舘
崎
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
舘
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

舘
崎
の
３

－

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
舘
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

舘
崎
の
３

－

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
舘
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

舘
崎
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
舘
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
ヶ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
岩
ヶ
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

舘
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
場
野
字
大
折
坂
（
次
の
図

の
と
お
り
）

志
内
田
上

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
賀
字
志
内
田
上
（
次
の
図

の
と
お
り
）

愛
宕

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
伊
賀
字
中
樅
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

西
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
三
本
木
秋
田
字
西
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

三
獄
１

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
庄
兵
衛
（
次
の
図
の

と
お
り
）

三
獄
２

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
庄
兵
衛
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
沢
１

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
長
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
沢
２

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
長
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

西
ノ
沢

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
七
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

坪
下
沢

土
石
流

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
坪
下
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
戸

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
上
戸
（
次
の
図
の
と

お
り
）

杉
ヶ
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
杉
ヶ
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

杉
ヶ
崎
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
杉
ヶ
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

銭
神

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
西
銭
神
（
次
の
図
の

と
お
り
）

山
野
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
船
越
字
山
野
町
（
次
の
図
の

と
お
り
）

鷹
待
嶽

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
大
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

庄
兵
衛

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
庄
兵
衛
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柿
ノ
木
平

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
柿
ノ
木
平
（
次
の

図
の
と
お
り
）

石
名
坂
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
石
名
坂
（
次
の
図

の
と
お
り
）

石
名
坂
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
十
二
神
（
次
の
図

の
と
お
り
）

前
迫

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
前
迫
（
次
の
図
の

と
お
り
）

十
二
神

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
九
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

五
十
七
番
屋

敷
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
七
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

五
十
七
番
屋

敷
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
七
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

五
十
七
番
屋

敷
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
六
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

五
十
七
番
屋

敷
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
六
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

五
十
七
番
屋

敷
の
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
鹿
島
台
大
迫
字
五
十
七
番
屋
敷
（
次

の
図
の
と
お
り
）

姥
乳
の
沢

土
石
流

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
姥
乳
（
次
の
図
の

と
お
り
）

花
舘
の
沢

土
石
流

大
崎
市
松
山
千
石
字
花
舘
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
山
の
沢
２

土
石
流

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

兵
庫
屋
敷

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
長
尾
字
兵
庫
屋
敷
（
次
の
図
の

と
お
り
）

亀
山
裏

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
花
舘
（
次
の
図
の
と
お

り
）
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入
町
上

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

入
町
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

氷
室

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
長
尾
字
氷
室
（
次
の
図
の
と
お

り
）

竹
之
花

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

茶
釜
台

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
茶
釜
台
（
次
の
図
の
と

お
り
）

舘
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
茶
釜
台
（
次
の
図
の
と

お
り
）

茶
釜
台

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
茶
釜
台
（
次
の
図
の
と

お
り
）

広
岡
台

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
広
岡
台
（
次
の
図
の
と

お
り
）

松
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

金
谷

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
金
谷
字
砂
子
沢
西
（
次
の
図
の

と
お
り
）

千
石

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
弁
慶
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）

前
ノ
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
金
谷
字
前
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

団
子
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
金
谷
字
小
台
ヶ
崎
（
次
の
図
の

と
お
り
）

小
台
ヶ
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
金
谷
字
団
子
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

亀
井

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
金
谷
字
亀
井
（
次
の
図
の
と
お

り
）

丸
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
長
尾
字
兵
庫
屋
敷
（
次
の
図
の

と
お
り
）

堤
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
金
谷
字
二
ノ
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

金
井
神

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
穴
ノ
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

穴
の
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
穴
ノ
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

石
宮
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
石
宮
（
次
の
図
の

と
お
り
）

石
宮
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
石
宮
（
次
の
図
の

と
お
り
）

石
宮
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
石
宮
（
次
の
図
の

と
お
り
）

石
宮
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
石
宮
（
次
の
図
の

と
お
り
）

梍
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
次
橋
字
梍
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

次
橋

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
次
橋
字
次
橋
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
天
場
西

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
長
尾
字
大
天
場
西
（
次
の
図
の

と
お
り
）

舘
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

大
崎
市
松
山
千
石
字
舘
浦
（
次
の
図
の
と
お

り
）

松
井
田
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
松
井
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所

舟
川
原
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
岩
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
沢
東
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
岩
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

入
大
船
沢
２

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
３

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
４

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
５

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
６

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
７

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
８

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）
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滝
の
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
滝
の
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

滝
の
沢
東
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
滝
の
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
畑
西
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
大
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

大
畑
沢
２

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
大
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

モ
チ
ノ
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
綱
木
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

網
木
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
綱
木
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
沢
前
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
沢
前
沢
２

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
沢
前
沢
４

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
沢
前
沢
５

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
沢
前
沢
６

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
沢
前
沢
７

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

水
戸
辺
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
水
戸
辺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

水
戸
辺
沢
２

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
水
戸
辺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
久
保
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
久
保
（
次
の

図
の
と
お
り
）

大
久
保
北
の

沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
久
保
（
次
の

図
の
と
お
り
）

黒
崎
沢
３

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
黒
崎
（
次
の
図

の
と
お
り
）

不
動
尊
の
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
黒
崎
（
次
の
図

の
と
お
り
）

津
の
宮
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
津
の
宮
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
の
山
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
田
の
浦
（
次
の
図
の

と
お
り
）

田
の
浦
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
田
の
浦
（
次
の
図
の

と
お
り
）

北
田
の
浦
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
田
の
浦
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
岩
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

細
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蛇
王
（
次
の
図

の
と
お
り
）

水
戸
辺

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
水
戸
辺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

弁
天
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
黒
崎
（
次
の
図

の
と
お
り
）

弁
天
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
黒
崎
（
次
の
図

の
と
お
り
）

水
戸
辺
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
水
戸
辺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

松
井
田
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
松
井
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

松
井
田
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
松
井
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

舟
川
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
岩
沢
（
次
の
図
の

と
お
り
）

入
大
船
沢
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

入
大
船
沢
の

３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
入
大
船
沢
（
次
の

図
の
と
お
り
）

折
立
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
大
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

折
立
の
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
大
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

水
戸
辺
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
水
戸
辺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

水
戸
辺
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
水
戸
辺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

水
戸
辺
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

在
郷
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
門
内
（
次
の
図
の

と
お
り
）
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田
の
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
田
の
浦
（
次
の
図
の

と
お
り
）

寄
木
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
寄
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

寄
木
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
寄
木
（
次
の
図
の

と
お
り
）

皿
貝

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
皿
貝
（
次
の
図
の

と
お
り
）

天
王
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
天
王
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
西
側
四
の

沢

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
西
側
三
の

沢

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
西
側
二
の

沢

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

太
郎
沢

－

１

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

太
郎
沢

－

２

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
東
側
根
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

野
出
の
木
沢

２

土
石
流

気
仙
沼
市
上
西
側
、
上
東
側
根
（
次
の
図
の

と
お
り
）

関
口
二
の
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
東
八
幡
前
、
大
峠
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

田
中
沢
１

－

１

土
石
流

気
仙
沼
市
田
中
（
次
の
図
の
と
お
り
）

田
中
沢
１

－

２

土
石
流

気
仙
沼
市
瘻
槻
、
九
条
（
次
の
図
の
と
お
り
）

田
中
沢
１

－

３

土
石
流

気
仙
沼
市
瘻
槻
、
九
条
（
次
の
図
の
と
お
り
）

外
畑
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
浦
の
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

館
の
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
浦
の
浜
、
磯
草
（
次
の
図
の
と
お

り
）

熊
の
前
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
磯
草
（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
水
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
磯
草
（
次
の
図
の
と
お
り
）

長
浜
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
磯
草
（
次
の
図
の
と
お
り
）

葡
萄
東
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
亀
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

午
王
野
沢
の

２

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

午
王
野
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

二
十
一
浜
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

柳
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
柳
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

長
窪
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
外
尾
、
本
吉
町
長
窪
、
本

吉
町
菅
の
沢
、
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図

の
と
お
り
）

二
十
一
浜
沢

２

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
、
本
吉
町
柳
沢

（
次
の
図
の
と
お
り
）

二
十
一
浜
沢

３

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

二
十
一
浜
沢

４

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

菅
の
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
本
吉
町
菅
の
沢
、
本
吉
町
二
十
一

浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

舘
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
館
（
次
の
図
の
と
お
り
）

白
浜
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
（
次
の
図
の
と
お
り
）

鮪
立
沢
２

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
鮪
立
、
唐
桑
町
宿
浦
（
次

の
図
の
と
お
り
）

明
戸
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
宿
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
沼

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
横
沼
（
次
の
図
の
と
お
り
）

磯
草

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
磯
草
（
次
の
図
の
と
お
り
）

磯
草
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
磯
草
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
向

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
大
向
（
次
の
図
の
と
お
り
）

角
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

宮　　城　　県　　公　　報第2946号　平成30年３月30日　金曜日 （38）



妻
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

竹
の
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
本
吉
町
菅
の
沢
、
本
吉
町
二
十
一

浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

上
川
原

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
大
畑
、
唐
桑
町
唯
越
（
次

の
図
の
と
お
り
）

唯
越

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
大
畑
、
唐
桑
町
唯
越
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
大
畑
、
唐
桑
町
只
越
（
次

の
図
の
と
お
り
）

三
ノ
浜

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
三
ノ
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

浦
ノ
浜

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
田
尻
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柳
沢
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
本
吉
町
柳
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

柳
沢
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
本
吉
町
二
十
一
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

館

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
館
（
次
の
図
の
と
お
り
）

岩
井
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
岩
井
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

只
越
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
大
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

只
越
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
大
畑（
次
の
図
の
と
お
り
）

只
越
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
上
川
原
、
唐
桑
町
唯
越

（
次
の
図
の
と
お
り
）

只
越
の
６

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
堂
角
（
次
の
図
の
と
お
り
）

北
古
館

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
唐
桑
町
宿
浦
（
次
の
図
の
と
お
り
）

田
中
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
田
中
（
次
の
図
の
と
お
り
）

亀
山
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
亀
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

亀
山
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

気
仙
沼
市
亀
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

折
立
沢
１

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
折
立
六
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

折
立
沢
２

－

１

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
折
立
六
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

栗
生
沢
１

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
西
花
苑
二
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

道
上
沢

土
石
流

仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子
道
上
（
次
の
図
の
と

お
り
）

湯
向
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
湯
向
（
次
の
図

の
と
お
り
）

本
郷
沢

土
石
流

仙
台
市
太
白
区
生
出
本
郷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

国
見
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
国
見
字
一
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

弥
生
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
太
白
区
弥
生
町（
次
の
図
の
と
お
り
）

千
代
田
町
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
千
代
田
町
字
二
丁
目
（
次
の

図
の
と
お
り
）

荒
巻

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字
山
中
（
次
の
図
の
と

お
り
）

青
葉
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
青
葉
町（
次
の
図
の
と
お
り
）

仁
田
谷
地

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字
仁
田
谷
地
（
次
の
図

の
と
お
り
）

湯
元
新
田

地
す
べ
り

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
（
次
の
図
の
と

お
り
）

坪
沼

地
す
べ
り

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
（
次
の
図
の
と
お
り
）
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大
年
寺
山

地
す
べ
り

仙
台
市
太
白
区
越
路
、
茂
ヶ
崎
、
二
ッ
沢
、

長
嶺
（
次
の
図
の
と
お
り
）

折
立

地
す
べ
り

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
（
次
の
図
の
と
お
り
）

青
葉
山

地
す
べ
り

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
（
次
の
図
の
と
お
り
）

放
山

地
す
べ
り

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
文
珠
（
次
の
図
の
と
お

り
）

八
幡

地
す
べ
り

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
六
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

山
上
清
水

地
す
べ
り

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
六
丁
目
（
次
の
図
の
と

お
り
）

三
居
沢

地
す
べ
り

仙
台
市
青
葉
区
三
居
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
台
屋
敷
沢

土
石
流

仙
台
市
宮
城
野
区
台
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お

り
）

元
石
沢

土
石
流

仙
台
市
泉
区
福
岡
字
小
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

南
光
台
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
南
光
台
字
二
丁
目
（
次
の
図
の

と
お
り
）

長
岫

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
松
森
字
長
岫
（
次
の
図
の
と
お

り
）

東
黒
松
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
本
八
乙
女
字
堤
（
次
の
図
の
と

お
り
）

上
北
沢

土
石
流

名
取
市
愛
島
笠
島
上
北
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

中
南
沢

土
石
流

名
取
市
愛
島
笠
島
字
中
南
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

金
剛
寺

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
高
館
川
上
字
東
金
剛
寺
（
次
の
図
の

と
お
り
）

那
智
ヶ
丘
一

丁
目

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
那
智
ヶ
丘
一
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鮎
川
浜
沢

土
石
流

石
巻
市
鮎
川
浜
字
湊
川
（
次
の
図
の
と
お
り
）
宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

新
山
沢
２
号

沢
の
３

土
石
流

石
巻
市
新
山
浜
字
不
動
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

鶏
沢

土
石
流

石
巻
市
田
代
浜
字
仁
斗
田
（
次
の
図
の
と
お

り
）

小
屋
取
１
号

沢

土
石
流

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
森
西
沢

土
石
流

石
巻
市
寄
磯
浜
字
前
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

前
網
沢

土
石
流

石
巻
市
前
網
浜
字
前
網（
次
の
図
の
と
お
り
）

熊
沢
２
号

土
石
流

石
巻
市
雄
勝
町
熊
沢
字
熊
沢
（
次
の
図
の
と

お
り
）

小
弁
蔵
沢

土
石
流

石
巻
市
針
岡
字
小
弁
蔵（
次
の
図
の
と
お
り
）

加
茂
川
１
号

沢

土
石
流

石
巻
市
福
地
字
畠
中
（
次
の
図
の
と
お
り
）

梅
の
木
沢

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
梅
木（
次
の
図
の
と
お
り
）

久
根
沢
２

土
石
流

石
巻
市
三
輪
田
字
仲
里（
次
の
図
の
と
お
り
）

久
保
沢

土
石
流

石
巻
市
北
境
字
久
保
（
次
の
図
の
と
お
り
）

浦
宿
沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
門
前
（
次
の
図
の

と
お
り
）

姥
ヶ
沢

土
石
流

大
崎
市
松
山
金
谷
字
北
橋
（
次
の
図
の
と
お

り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所

松
山
の
沢
１

土
石
流

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

三
居
沢

土
石
流

大
崎
市
松
山
千
石
字
松
山
（
次
の
図
の
と
お

り
）

貝
貫
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
街
道
方
（
次
の
図

の
と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所

大
畑
沢

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
大
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

上
沢
前
沢
３

土
石
流

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
上
沢
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

葡
萄
沢

－

１

土
石
流

気
仙
沼
市
亀
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

葡
萄
沢

－

２

土
石
流

気
仙
沼
市
亀
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

只
越
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
境
（
次
の
図
の
と
お
り
）

舘
沢
２

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
館
（
次
の
図
の
と
お
り
）

鮪
立
沢

土
石
流

気
仙
沼
市
唐
桑
町
鮪
立
、
唐
桑
町
上
鮪
立

（
次
の
図
の
と
お
り
）
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（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百

七
号
で
指
定
し
た
宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
荻
浜
港
海
岸
有
田
浜
地
区
海
岸
の
海
岸
保
全
区
域
を
、次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
す
る
海
岸
の
名
称

　
　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
荻
浜
港
海
岸
有
田
浜
地
区
海
岸

二　

指
定
す
る
区
域

　

１　

区
域
の
表
示

　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
七
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
七
と
補
助
点
二
を
結
ん
だ
線
、
補
助
点
二
と
補
助
点
一
を
結

ん
だ
線
及
び
補
助
点
一
と
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た
だ
し
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
除
く
。

　
　
　

基
点
八
か
ら
基
点
十
三
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
十
三
と
基
点
八
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　

２　

基
準
点
、
基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

　
　
　

基
準
点
一 　

石
巻
市
荻
浜
字
有
田
浜
地
内
在
来
石
積
護
岸
東
端
（
北
緯
三
八
度
二
二
分
一
八
秒
、
東
経
一
四
一

度
二
七
分
六
秒
）

　
　
　

基
準
点
二 　

石
巻
市
荻
浜
字
小
浜
山
の
三
級
基
準
点
Ｈ
二
五

－

三

－

二
（
北
緯
三
八
度
二
二
分
三
四
秒
二
五
、

東
経
一
四
一
度
二
七
分
一
六
秒
七
三
）

　
　
　

基
点
一　

基
準
点
一
か
ら
五
度
三
〇
分
〇
秒
二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
度
〇
分
〇
秒
六
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
五
六
度
〇
分
〇
秒
一
三
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
七
五
度
〇
分
〇
秒
五
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
〇
八
度
五
八
分
三
〇
秒
五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
一
六
〇
度
〇
分
〇
秒
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
三
二
度
三
〇
分
〇
秒
三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
八　

基
準
点
二
か
ら
一
六
〇
度
九
分
二
六
秒
一
二
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
〇
八
度
五
八
分
三
〇
秒
九
四
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十　

基
点
九
か
ら
一
四
六
度
三
分
一
三
秒
四
六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
一　

基
点
十
か
ら
二
三
六
度
三
分
五
秒
二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
二　

基
点
十
一
か
ら
三
二
六
度
三
分
一
四
秒
三
九
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
十
三　

基
点
十
二
か
ら
二
八
八
度
五
八
分
三
一
秒
八
七
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
一　

基
点
一
か
ら
二
〇
八
度
三
〇
分
〇
秒
一
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
二　

基
点
七
か
ら
二
二
七
度
三
〇
分
〇
秒
一
二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
号

　

柴
田
町
か
ら
仙
南
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

柴
田
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

　

山
元
町
か
ら
山
元
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

山
元
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

山
元
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。
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平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

白
石
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

白
石
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら

平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

名
取
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

名
取
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

角
田
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

角
田
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
三
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
三
年
三
月
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

 　

昭
和
五
十
三
年
三
月
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
三
月
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号
、
平

成
二
年
四
月
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号
、
平
成
六
年
四
月
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
号
、
平
成
八
年
四
月
宮
城

県
告
示
第
四
百
六
十
三
号
、
平
成
九
年
三
月
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
、
平
成
十
一
年
十
月
宮
城
県
告
示
第

一
千
百
九
十
八
号
、
平
成
十
二
年
九
月
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号
、
平
成
十
六
年
三
月
宮
城
県
告
示
第
四
百

十
八
号
、
平
成
二
十
二
年
五
月
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号
の
事
業
地
に
、
角
田
市
横
倉
字
古
長
岡
、
横
倉
字
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福
室
、
横
倉
字
新
田
、
横
倉
字
戸
地
掛
、
角
田
字
町
田
、
角
田
字
野
田
前
、
角
田
字
牛
舘
、
横
倉
字
今
谷
、
角
田

字
町
田
、
角
田
字
野
田
前
、
梶
賀
字
東
、
佐
倉
字
西
中
前
、
佐
倉
字
中
前
、
佐
倉
字
八
枚
田
、
佐
倉
字
萱
場
、
佐

倉
字
萱
場
下
、
江
尻
字
江
西
、
江
尻
字
元
宿
、
江
尻
字
舘
下
、
角
田
字
野
田
の
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

多
賀
城
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

多
賀
城
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
日
か
ら

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

      　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

      　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

岩
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

岩
沼
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十

七
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

登
米
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

登
米
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

登
米
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
十
一
年
八
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
一
年
八
月
十
七
日
か
ら
平

成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

平
成
元
年
宮
城
県
告
示
第
百
九
号
、
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号
、
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
七

百
十
九
号
、
平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号
、
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号
、
平
成
九
年
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宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、
平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
九
百

四
十
四
号
、
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号
、
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号
及
び

平
成
二
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
千
六
百
四
十
四
号
の
事
業
地
に
、
登
米
市
南
方
町
照
井
の
一
部
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

 　

平
成
元
年
宮
城
県
告
示
第
百
九
号
、
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号
、
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
七

百
十
九
号
、
平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号
、
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号
、
平
成
九
年

宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、
平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
九
百

四
十
四
号
、
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号
、
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号
及
び

平
成
二
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
千
六
百
四
十
四
号
の
事
業
地
に
、登
米
市
中
田
町
上
沼
字
館
の
一
部
を
加
え
る
。

　
　
　

同
事
業
地
か
ら
、
登
米
市
迫
町
森
字
赤
沼
、
森
字
平
柳
の
一
部
を
削
る
。

　
　
　

同
事
業
地
か
ら
、
登
米
市
登
米
町
日
野
渡
薬
師
崎
、
日
野
渡
布
目
、
日
野
渡
軍
場
の
一
部
を
削
る
。

　
　

 　

同
事
業
地
か
ら
、
登
米
市
中
田
町
浅
水
字
東
川
面
、
浅
水
字
上
川
面
、
浅
水
字
中
川
面
、
上
沼
字
新
田
、
上
沼

字
大
柳
、
上
沼
字
館
、
上
沼
字
北
桜
場
、
上
沼
字
谷
地
前
、
上
沼
字
堀
米
、
上
沼
字
要
害
、
宝
江
黒
沼
字
大
海
崎
、

宝
江
黒
沼
字
十
文
字
、
宝
江
黒
沼
字
桶
下
、
石
森
字
蟹
甲
、
石
森
字
蓬
田
、
石
森
字
西
細
谷
、
石
森
字
北
駒
牽
、

宝
江
新
井
田
字
弥
平
構
、
宝
江
新
井
田
字
下
道
、
宝
江
新
井
田
字
下
道
前
、
宝
江
新
井
田
字
並
柳
、
宝
江
新
井
田

字
並
柳
前
、
宝
江
新
井
田
字
上
待
井
、
宝
江
新
井
田
字
要
害
の
一
部
を
削
る
。　　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

栗
原
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

栗
原
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

栗
原
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道
及
び
栗
原
市
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
四
年
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
四
年
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
三

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

富
谷
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

富
谷
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
元
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
元
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
平
成

三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
河
原
町

宮　　城　　県　　公　　報第2946号　平成30年３月30日　金曜日 （44）



二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
河
原
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

柴
田
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

柴
田
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
九
日
か
ら

平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

山
元
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

山
元
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

山
元
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
十

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

利
府
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
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２　

名
称

　
　
　

利
府
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
年
二
月
二
十
一
日
か
ら

平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

平
成
十
一
年
九
月
宮
城
県
告
示
第
一
千
百
四
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
利
府
町
赤
沼
字
浜
田
の
一
部
を
廃
止
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
郷
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
郷
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
郷
町
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

美
里
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

美
里
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
年
一
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
年
一
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

笠
原　

仰
二

二
級
建
築
士

第
百
四
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

國
分　

文
雄

二
級
建
築
士

第
百
四
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

森　

健

二
級
建
築
士

第
二
百
六
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

内
田　

安
生

二
級
建
築
士

第
二
百
八
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

高
取　

芳
男

二
級
建
築
士

第
四
百
三
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

相
馬　

範
二

二
級
建
築
士

第
五
百
六
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

庄
子　

俊
一

二
級
建
築
士

第
六
百
二
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

山
家　

理
七

二
級
建
築
士

第
六
百
六
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

菊
地　

庸

二
級
建
築
士

第
八
百
三
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

栗
林　

治
夫

二
級
建
築
士

第
八
百
四
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

赤
間　

照
男

二
級
建
築
士

第
八
百
五
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

谷
津　

良
平

二
級
建
築
士

第
八
百
七
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

村
上　

一
弘

二
級
建
築
士

第
九
百
六
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

小
岩　

春

二
級
建
築
士

第
千
二
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

遠
藤　

良
吉

二
級
建
築
士

第
千
三
百
九
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

小
野
寺　

政

夫

二
級
建
築
士

第
千
四
百
三
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

安
藤　

貞
吾

二
級
建
築
士

第
千
五
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

小
西　

昌
司

二
級
建
築
士

第
千
五
百
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

稻
葉　

隆
作

二
級
建
築
士

第
千
六
百
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

高
橋　

信
一

二
級
建
築
士

第
千
八
百
七
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

小
原　

正
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
七
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

後
藤　

力

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

芳
賀　

二
郎

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
五
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

安
彦　

静
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
八
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

山
戸
田　

隆

利

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
三
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

沼
田　

忠
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
二
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

及
川　

靜
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

小
山
田　

七

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
百
六
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

佐
藤　

武
治

二
級
建
築
士

第
三
千
百
九
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

赤
間　

晴
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
五
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

加
茂　

忠
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

三
浦　

捷
治

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
八
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

岡
田　

繁

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

武
山　

正
勝

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
五
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

佐
藤　

良
郎

二
級
建
築
士

第
四
千
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

渡
辺　

藤
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
三
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

菅
原　

巌

二
級
建
築
士

第
五
千
二
百
七
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

播
磨　

正
己

二
級
建
築
士

第
五
千
五
百
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

大
友　

清
之

助

二
級
建
築
士

第
五
千
七
百
二
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

後
藤　

正
喜

二
級
建
築
士

第
六
千
七
百
六
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

佐
々
木　

昇

二
級
建
築
士

第
七
千
四
百
三
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

阿
部　

寅
夫

二
級
建
築
士

第
七
千
五
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
三
十
年
三
月
二
十

二
日

和
泉　

芳
郎

二
級
建
築
士

第
八
千
六
百
六
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
市
東
和
町
土
地

改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

加　
　

藤　
　

慶　
　

太　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

佐

藤

忠

良

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
六
十
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

小
野
寺　

幹　

男

登
米
市
東
和
町
米
川
字
西
綱
木
二
百
七
十

八
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

松

野

秀

郎

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
小
童
子
九
十
四
番

地
二
十
三

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

千

葉

正

紀

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
下
三
十
四
番
地

十
五

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

及

川

光

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
舘
ノ
下
四
十
二
番

地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

阿

部

芳

代

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
相
川
十
一
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

小

出

信

行

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
恩
田
九
十
二
番
地

二

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

岩

渕

幸

二

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
大
木
沢
百
十
七
番

地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

菅

原

武

雄

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
二
十
八
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

猪

股

直

行

塩
竈
市
清
水
沢
四
丁
目
二
十
一
番
三
号

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

及

川

文

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
五
十
三
番
地

監

事

平
成
三
十
年
三
月
十
一
日

猪

股

孝

之

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
七
十
七
番
地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
三
十
年
三
月
十
日

佐

藤

忠

良

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
六
十
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

小
野
寺　

幹　

男

登
米
市
東
和
町
米
川
字
西
綱
木
二
百
七
十

八
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

松

野

秀

郎

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
小
童
子
九
十
四
番

地
二
十
三

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

千

葉

正

紀

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
下
三
十
四
番
地

十
五

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

及

川

光

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
舘
ノ
下
四
十
二
番

地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

阿

部

芳

代

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
相
川
十
一
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

小

出

信

行

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
恩
田
九
十
二
番
地

二

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

岩

渕

幸

二

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
大
木
沢
百
十
七
番

地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

菅

原

武

雄

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
芝
山
二
十
八
番
地

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

佐

藤

一

郎

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
内
ノ
目
百
九
十
四

番
地
二

理

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

及

川

文

雄

登
米
市
東
和
町
米
川
字
町
五
十
三
番
地

監

事

平
成
三
十
年
三
月
十
日

丸

山
　

登

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
石
倉
四
番
地

監

事

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気　

年
間
九
百
五
十
二
万
百

キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
管
財
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
二
月
十
九
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

東
北
電
力
株
式
会
社　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目

七
番
一
号
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五　

契
約
金
額　

四
億
八
千
三
百
八
十
五
万
四
千
四
十
二
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

県
庁
舎
等
清
掃
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
管
財
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
三
月
一
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

有
限
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁

目
十
六
番
四
号
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
青
葉
ビ
ル
十
階

五　

落
札
金
額　

二
億
二
千
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
三
十
年
度
宮
城
県
保
管
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄

物
処
分
業
務　

安
定
器
及
び
照
明
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
二
千
八
百
二
十
八
台　

汚
染
物
百
三
十
七
．
七
キ
ロ
グ
ラ
ム

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
循
環
型
社
会
推
進
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
三
月
二
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
北
海
道
Ｐ
Ｃ

Ｂ
処
理
事
業
所　

北
海
道
室
蘭
市
仲
町
十
四
番
地
七

五　

契
約
金
額　

二
億
二
千
二
十
五
万
九
千
九
百
八
十
一
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
大
童
八
番
十
五
、
八
番
六

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
五
反
田
三
番
地　

五
反
田
住
宅

二
号
棟
二
百
十
一
号

 

髙
橋　

憲
幸　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
建
設
工
事
の
名
称　

町
道
女
川
出
島
線
出
島
架
橋
本
体
工
事
（
平
成
二
十
九
年
度
県
債
道
路
受
五
六

－

一

－

〇
〇
一
号
）

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　
Ｊ
Ｆ
Ｅ
・
橋
本
店
・
東
日
本
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
設
工
事
共
同

企
業
体　

代
表
者　
Ｊ
Ｆ
Ｅ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
一
丁
目
六
番
三
十
五

号
五　

落
札
金
額　

六
十
五
億
四
千
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）

六　

契
約
の
相
手
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札 

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

企　

業　

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

遠　
　

藤　
　

信　
　

哉　
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一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

水
道
用
ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
単
価
契
約
）

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

企
業
局
公
営
事
業
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

第
一
物
産
株
式
会
社
仙
台
支
店　

仙
台
市
若
林
区
鶴
代
町
二

番
六
十

－

一
号

五　

落
札
金
額　

一
万
六
千
六
百
円
（
一
ト
ン
当
た
り
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
三
十
年
二
月
二
日

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
7
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
，
第
４
項
及
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

30年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
30年
３
月
30日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
文
書
館
 

１
月
18日

　
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
中
央
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
17日

　
　
仙
台
北
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
北
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
15日

　
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
気
仙
沼
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
12日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー
 

３
月
14日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

２
月
１
日

　
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
 

１
月
11日

　
　
北
部
児
童
相
談
所
 

３
月
５
日

　
　
東
部
児
童
相
談
所
 

３
月
２
日

　
　
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
 

１
月
17日

　
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
 

３
月
12日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

３
月
12日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
阪
事
務
所
 

２
月
８
日

　
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
 

２
月
２
日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
25日

　
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
11日

　
　
白
石
高
等
技
術
専
門
校
 

２
月
14日

　
　
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
 

１
月
15日

　
　
松
島
公
園
管
理
事
務
所
 

３
月
14日

〇
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所
 

３
月
12日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
土
木
事
務
所
 

１
月
10日

　
　
仙
台
土
木
事
務
所
 

１
月
30日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
 

１
月
18日

　
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所
 

１
月
23日

　
　
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
管
理
事
務
所
 

２
月
９
日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
教
育
事
務
所
 

１
月
10日

　
　
図
書
館
 

１
月
31日
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美
術
館
 

３
月
12日

　
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
 

３
月
14日

　
　
東
北
歴
史
博
物
館
 

３
月
14日

　
　
仙
台
第
三
高
等
学
校
 

２
月
20日

　
　
白
石
高
等
学
校
 

３
月
９
日

　
　
石
巻
高
等
学
校
 

３
月
12日

　
　
古
川
高
等
学
校
 

２
月
９
日

　
　
築
館
高
等
学
校
 

３
月
９
日

　
　
宮
城
第
一
高
等
学
校
 

１
月
22日

　
　
仙
台
三
桜
高
等
学
校
 

２
月
21日

　
　
名
取
高
等
学
校
 

１
月
31日

　
　
涌
谷
高
等
学
校
 

２
月
９
日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
 

３
月
２
日

　
　
泉
松
陵
高
等
学
校
 

２
月
20日

　
　
泉
館
山
高
等
学
校
 

１
月
25日

　
　
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
 

３
月
12日

　
　
仙
台
東
高
等
学
校
 

２
月
21日

　
　
宮
城
野
高
等
学
校
 

１
月
25日

　
　
蔵
王
高
等
学
校
 

２
月
14日

　
　
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
 

３
月
14日

　
　
東
松
島
高
等
学
校
 

１
月
25日

　
　
農
業
高
等
学
校
 

２
月
５
日

　
　
伊
具
高
等
学
校
 

２
月
14日

　
　
亘
理
高
等
学
校
 

２
月
５
日

　
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
 

２
月
28日

　
　
本
吉
響
高
等
学
校
 

１
月
24日

　
　
水
産
高
等
学
校
 

２
月
23日

　
　
工
業
高
等
学
校
 

３
月
８
日

　
　
石
巻
工
業
高
等
学
校
 

１
月
18日

　
　
第
二
工
業
高
等
学
校
 

１
月
19日

　
　
山
元
支
援
学
校
 

２
月
14日

　
　
気
仙
沼
支
援
学
校
 

１
月
12日

　
　
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
 

２
月
９
日

　
　
小
松
島
支
援
学
校
 

２
月
２
日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
中
央
警
察
署
 

１
月
26日

　
　
仙
台
南
警
察
署
 

１
月
22日

　
　
仙
台
北
警
察
署
 

１
月
22日

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
28年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
 　
な
お
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
公
文
書
館

　
　
 　
報
酬
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
 

１
件
　
　
　
　
　
 　
　

　
　
　
・
正
支
給
額
 
121,179円

　
　
　
　
　

　
　
　
・
誤
支
給
額
 
12,179円

　
　
　
　
　

　
　
　
・
追
給
額
 
109,000円

　
　
　
　
　

　
⑵
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

860,900,853円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,023,590,663円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,884,491,516円

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

941,910,857円
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も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
　
８
件

　
　
　
・
交
付
遅
延
　
　
　
　
６
件

　
　
　
・
公
印
の
無
断
押
印
　
２
件

　
⑹
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
 　
賃
金
，
報
償
費
，
旅
費
及
び
需
用
費
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
及
び
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後

再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
 

２
件
　
　
　
　
 　

　
　
　
　
・
正
支
給
額
 
211,435円

　
　
　

　
　
　
　
・
誤
支
給
額
 
226,887円

　
　
　

　
　
　
　
・
過
支
給
額
 

15,452円
　
　
　

　
　
　
　
・
返
納
決
議
額
 
15,572円

　
　
　

　
　
　
〇
報
償
費
及
び
旅
費
に
つ
い
て
，
60日
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
３
件

　
　
　
　
・
金
額
　
11,140円

　
　
　
〇
旅
費
に
つ
い
て
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
19件

　
　
　
　
・
金
額
　
1,337,056円

　
　
　
〇
需
用
費
（
ガ
ス
料
金
）
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
遅
収
加
算
金
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
 
　
２
件

　
　
　
　
・
遅
収
加
算
金
　
3,386円

　
⑺
　
古
川
高
等
学
校

　
　
 　
旅
費
に
お
い
て
，
職
員
に
対
す
る
指
導
監
督
が
適
切
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
，
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
認
め

ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
271件

　
　
　
・
金
額
　
838,263円

　
⑻
　
泉
館
山
高
等
学
校

　
　
 　
報
酬
，
賃
金
，
報
償
費
及
び
旅
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
及
び
支
給
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,175,622,329円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,117,533,186円

　
⑶
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

125,107,412円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

145,485,744円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

270,593,156円

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

149,641,506円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

163,979,491円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

313,620,997円

　
⑷
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
28年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

34,712,226円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

99,762,556円

　
　
　
　
　
合
　
　
　
計
 

134,474,782円

　
　
　
・
平
成
27年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

43,238,492円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

105,892,864円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

149,131,356円

　
⑸
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
 　
事
務
事
業
の
執
行
管
理
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に

事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
許
可
事
務
に
お
い
て
，
申
請
書
の
放
置
等
に
よ
る
許
可
書
の
交
付
遅
延
及
び
公
印
の
無
断
押
印
が
な
さ
れ
た
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発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
報
酬
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
 ４
件
　
　
　
　
 　
　
　
　

　
　
　
　
・
金
額
 
333,600円

　
　
　
　
　
　

　
　
　
〇
賃
金
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
 

１
件
　
 　
　
　
　
　

　
　
　
　
・
正
支
給
額
 
110,003円

　
　
　
　

　
　
　
　
・
誤
支
給
額
 
113,803円

　
　
　
　

　
　
　
　
・
過
支
給
額
 
3,800円

　
　
　
　

　
　
　
〇
報
償
費
及
び
旅
費
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
 

２
件
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
・
正
支
給
額
 
69,324円

　
　
　
　

　
　
　
　
・
誤
支
給
額
 
61,216円

　
　
　
　

　
　
　
　
・
追
給
額
 

8,108円
　
　
　
　

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
8
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
30年
３
月
30日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
齋
　
　
藤
　
　
正
　
　
美
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
す
 ど
 う
　
　
　
　
　
哲
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
下
記
２
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
28年
度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
が

あ
っ
た
場
合
に
は
，「
監
査
の
結
果
等
」
の
欄
に
記
載
し
ま
し
た
。
ま
た
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各

団
体
に
注
意
を
し
ま
し
た
。

団
　
体
　
名

実
施
年
月
日

監
　
査
　
の
　
結
　
果
　
等

仙
台
臨
海
鉄
道

株
式
会
社

30．
１
．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
仙
台
港
及
び
そ
の
背
後
の
工
業
地
帯
と
全
国
鉄
道
網
を
結
ぶ
貨

物
鉄
道
事
業
を
主
な
事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
240,000,000円

（
出
資
割
合
33.3％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
仙
台
臨
海
鉄
道
施
設
整
備
支
援
事
業
費
補
助
金
 13,000,000円

　
〔
負
担
金
〕

　
　
 仙
台
塩
釜
港
（
仙
台
港
区
）
臨
港
道
路
ふ
頭
５
号
線
踏
切
部
歩

道
拡
幅
工
事
委
託
負
担
金
 

17,496,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
文
化
振
興
財
団
29．
11．
９
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
文
化
活
動
の
一
層
の
活
性
化
を
図
る
た
め
，
文
化
芸
術
活
動
の

振
興
及
び
支
援
等
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
民
会
館
の
指
定
管
理
業

務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,155,000,000円

（
出
資
割
合
99.7％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
文
化
芸
術
の
力
に
よ
る
心
の
復
興
支
援
助
成
金

 
3,368,000円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
民
会
館
 

144,267,000円
　
　
（
宮
城
県
民
会
館
管
理
運
営
共
同
企
業
体
の
一
員
）

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
29．
11．
６
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
地
域
の
振
興
と
青
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
，
大
航
海
時

代
の
歴
史
的
事
績
及
び
船
舶
・
海
洋
に
関
す
る
学
習
・
体
験
の
場

の
提
供
事
業
等
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
500,000,000円

（
出
資
割
合
50.0％

）
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に
移
植
に
関
す
る
研
究
・
条
件
整
備
に
対
す
る
助
成
事
業
等
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
200,000,000円

（
出
資
割
合
39.6％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
⑴
 　
財
務
諸
表
に
お
い
て
，
計
数
，
勘
定
科
目
が
著
し
く
不
適
正

な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑵
 　
財
務
諸
表
に
お
い
て
，
記
載
漏
れ
等
の
不
備
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
引
き
続
き
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑶
 　
会
計
帳
簿
等
に
お
い
て
，
極
め
て
不
適
切
・
不
明
瞭
な
整
備

状
況
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

株
式
会
社

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
み
や
ぎ
30．
１
．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
産
業
振
興
を
図
る
た
め
，「
21世

紀
プ
ラ
ザ
研
究
セ
ン
タ
ー
」

の
運
営
を
し
て
お
り
，
地
域
企
業
の
研
究
開
発
・
技
術
開
発
を
支

援
す
る
た
め
，
研
究
室
の
貸
与
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,000,000,000円

（
出
資
割
合
28.1％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
経

営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
社
団
法
人

み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
29．
12．
20
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
地
域
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
，
農
地
保
有
合
理
化
，
農
畜
産

業
の
基
盤
整
備
及
び
生
産
支
援
，
優
良
種
子
･
種
苗
の
生
産
・
供

給
，
担
い
手
育
成
･
確
保
等
の
事
業
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
岩
出

山
牧
場
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,722,600,000円

（
出
資
割
合
61.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
農
地
集
積
・
集
約
化
対
策
事
業
費
補
助
金
等
 
260,276,566円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
元
気
の
で
る
み
や
ぎ
の
担
い
手
育
成
・
確
保
推
進
交
付
金

 
11,863,000円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
28年
度
末
残
高
 

209,993,636円
　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
28年
度
末
借
入
金
残
高

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
 

133,831,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
30．
１
．
31
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
「
宮
城
県
小
児
総
合
医
療
整
備
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
，
妊
娠
，

出
生
か
ら
思
春
期
，
成
人
に
至
る
子
ど
も
の
全
て
の
成
長
過
程
に

お
い
て
，
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,455,166,843円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
補
助
金
等

 
35,183,000円

　
〔
負
担
金
〕

　
　
運
営
費
負
担
金
 

2,416,569,000円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
28度
末
残
高
 

8,177,491,337円
３
　
監
査
の
結
果

　
⑴
 　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
運
営
改
善

を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑵
 　
当
期
純
利
益
が
３
期
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
た
の

で
，
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
社
団
法
人

東
北
地
域
医
療
支
援
機

構

29．
11．
14
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
東
北
医
科
薬
科
大
学
に
お
け
る
資
金
循
環
型
の
修
学
資
金
制
度

へ
の
助
成
を
通
じ
て
，
学
生
を
経
済
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
，地
域
医
療
を
支
え
る
医
師
を
育
成
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
3,000,000,000円

（
出
資
割
合
97.6％

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
基
本
会
費
負
担
金
 

120,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
腎
臓
協
会

30．
１
．
30
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
人
工
透
析
及
び
腎
移
植
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
蒙
事
業
並
び
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78,948,800円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
岩
出
山
牧
場
 

76,197,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

翠
生
農
学
振
興
会

30．
１
．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
農
林
水
産
業
及
び
食
産
業
の
育
成
発
展
を
図
る
た
め
，
農
学
に

関
す
る
研
究
成
果
や
農
学
情
報
の
提
供
，
農
学
研
究
者
等
に
対
す

る
助
成
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
35,000,000円

（
出
資
割
合
35.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
み
や
ぎ
農
産
物
直
売
所
学
校
開
催
事
業
費
補
助
金
 
340,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
⑴
 　
定
款
で
定
め
る
事
務
局
長
が
不
在
で
あ
り
，
会
計
処
理
規
程

で
定
め
る
会
計
処
理
が
規
定
内
容
に
従
っ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑵
 　
助
成
金
の
交
付
決
定
に
お
い
て
，
明
確
な
決
裁
が
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑶
 　
下
記
「
３
　
監
査
意
見
」
の
と
お
り
，
公
益
財
団
法
人
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
事
業
活
動
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基

金

30．
１
．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
･
増
進
を
図
る
た
め
，
森
林
の
適

正
な
管
理
に
関
す
る
啓
発
指
導
，
就
労
条
件
改
善
対
策
事
業
及
び

林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
250,000,000円

（
出
資
割
合
49.9％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
事
業
補
助
金
等
 

8,993,285円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
一
般
正
味
財
産
増
減
額
が
３
期
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い

た
の
で
，
引
き
続
き
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
社
団
法
人

宮
城
県
林
業
公
社

29．
11．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
県
土
の
保
全
，
森
林
資
源
の
造
成
，
水
資
源
の
か
ん
養
及
び
自

　
 然
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
，
造
林
及
び
育
林
等
の
緑
化
に
関
す

る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
100,000,000円

（
出
資
割
合
86.9％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
森
林
育
成
事
業
補
助
金
等
 

218,404,045円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
28年
度
末
残
高
 

909,567,305円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
道
路
公
社

30．
１
．
23
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
交
通
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
，
道
路
の
新
設
，
改
築
，
維
持
，
修
繕
の
事
業
等
を
行
っ
て

い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
9,765,000,000円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
地
方
公
共
団
体
関
係
団
体
共
済
組
合
県
負
担
金
 
3,896,733円

　
〔
債
務
保
証
〕

　
　
債
務
保
証
契
約
に
係
る
平
成
28年
度
末
借
入
金
残
高

 
12,911,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

塩
釜
港
開
発
株
式
会
社
30．
１
．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
塩
竈
市
か
ら
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
「
マ
リ
ン
ゲ
ー
ト
塩
釜
」
の
管

理
運
営
を
受
託
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
334,000,000円

（
出
資
割
合
28.3％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
経

営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
29．
12．
20
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
住
民
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
，
居
住
環
境
の
良
好
な
集
合
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き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
精
神
保
健
福
祉

協
会

30．
１
．
25
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
蒙
，
調
査
研
究
，
技

術
援
助
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
，
支
援
者
の
心
の
ケ
ア
に

関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
 東
日
本
大
震
災
に
係
る
宮
城
県
被
災
者
の
心
の
ケ
ア
支
援
事
業

費
補
助
金
等
 

293,159,889円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
公
益
社
団
法
人
宮
城
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
年
会
費
 
5,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
29．
10．
11
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
公
正
な
競
争
の
確

保
に
よ
り
事
業
の
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
た
め
，
同
事
業
に
関

す
る
指
導
，
調
査
及
び
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
事
業
を
行
っ

て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
貨
物
運
輸
振
興
事
業
費
補
助
金
 

516,200,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
国
際
経
済
振
興

協
会

30．
１
．
31
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
国
際
経
済
振
興
に
係
る
環
境
整
備
を
図
り
，
本
県
の
産
業
経
済

の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
，
ソ
ウ
ル
事
務
所
，
大
連
事
務
所
の
設

置
や
国
際
経
済
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
事
業
を
は
じ
め
と

す
る
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
事
業
補
助
金
等
 

40,400,000円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
海
外
経
済
交
流
支
援
事
業
負
担
金
等
 

　
　
　
2,483,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

住
宅
の
供
給
，
宅
地
の
分
譲
事
業
及
び
公
営
住
宅
の
管
理
事
業
等

を
行
う
ほ
か
，
改
良
県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
指
定

管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
20,500,000円

（
出
資
割
合
93.8％

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
地
方
公
共
団
体
関
係
団
体
共
済
組
合
県
負
担
金
 10,907,105円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
28年
度
末
残
高
 

806,275,000円
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
改
良
県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
 

32,123,572円
３
　
監
査
の
結
果

　
立
替
金
に
お
い
て
，
精
算
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ

た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
体
育
協
会

30．
１
．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
や
県
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
に
親

し
め
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
，
競
技
力
向
上
事
業
，
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
75,000,000円

（
出
資
割
合
54.7％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
ス
ポ
ー
ツ
選
手
強
化
対
策
費
補
助
金
等
 

234,182,931円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
暴
力
団
追
放
推

進
セ
ン
タ
ー

29．
11．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
暴
力
団
追
放
意
識
の
高
揚
と
浸
透
を
図
る
た
め
，
広
報
啓
発
事

業
及
び
相
談
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
300,000,000円

（
出
資
割
合
48.4％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
 公
益
財
団
法
人
宮
城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー
活
動
補
助

金
 

3,281,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ
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収
用
委
員
会

　
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人

杜
の
伝
言
板
ゆ
る
る

30．
１
．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
民
間
非
営
利
活
動
組
織
）
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

が
活
動
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
及
び
地
域
の
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
た
め
，
情
報
収
集
と

提
供
，
講
座
・
研
修
等
の
企
画
・
運
営
，
市
民
団
体
等
に
対
す
る

支
援
等
を
行
っ
て
お
り
，
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
プ
ラ
ザ
の
指

定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
プ
ラ
ザ
 

32,600,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
身
体
障
害
者
福

祉
協
会

30．
１
．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
障
害
者
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
，
授
産
施
設
等
の
設
置
経
営

等
を
行
っ
て
お
り
，
宮
城
県
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
，
宮
城
県
障

害
者
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

　
　
46,963,000円

　
　
宮
城
県
障
害
者
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
 

28,927,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

東
洋
緑
化
株
式
会
社

29．
12．
19
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
造
園
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
工
事
等
を
行
っ
て
お
り
，
宮
城
県

総
合
運
動
公
園
（
土
木
部
が
所
管
す
る
緑
地
部
分
）
の
指
定
管
理

業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
土
木
部
が
所
管
す
る
緑
地
部
分
）

 
25,900,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

株
式
会
社

ア
イ
・
ケ
ー
・
エ
ス

29．
12．
21
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
上
・
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
，
北
上

川
下
流
流
域
下
水
道
，
迫
川
流
域
下
水
道
及
び
北
上
川
下
流
東
部

流
域
下
水
道
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
 北
上
川
下
流
流
域
下
水
道
，
迫
川
流
域
下
水
道
及
び
北
上
川
下

流
東
部
流
域
下
水
道
施
設
 

1,136,813,059円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

３
　
監
査
意
見

　
　
地
方
自
治
法
第
199条

第
10項
の
規
定
に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り
監
査
意
見
を
付
す
。

　
⑴
　
所
管
課
　
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課

　
⑵
　
対
象
団
体
　
公
益
財
団
法
人
　
翠
生
農
学
振
興
会

　
⑶
　
意
見

　
　
 　
当
該
団
体
に
つ
い
て
は
，
平
成
26年
度
及
び
平
成
28年
度
の
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査
に
お
い
て
，
宮
城
県

の
出
資
目
的
に
沿
っ
た
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
，
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
抜
本
的
な
見
直
し

を
行
う
必
要
が
あ
る
旨
の
監
査
意
見
を
付
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
依
然
と
し
て
事
業
活
動
の
充
実
が
図
ら

れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
，
実
施
体
制
及
び
収
入
確
保
策
の
改
善
も
十
分
と
は
言
い
難
い
状
況
が
続
い
て
お

り
，
公
益
財
団
法
人
と
し
て
疑
問
が
あ
る
。

　
　
 　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
こ
れ
ま
で
以
上
に
具
体
的
か
つ
実
効
性
を
伴
う
改
善
を
実
施
し
，
公
益
財
団
法
人
と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
事
業
活
動
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
6
号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
平
成
30年
３
月
30日

 
宮
 城
 県
 収
 用
 委
 員
 会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県
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２
　
事
業
の
種
類

　
 　
二
級
河
川
相
川
沢
川
水
系
相
川
沢
川
改
修
工
事
（
左
岸
：
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
相
川
地
先
河
川
敷
地

か
ら
同
市
北
上
町
十
三
浜
字
相
川
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
所
在
　
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
相
川

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）
使
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

67番
１

宅
地

宅
地

153.29
152.76

81.75
4.84

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
土
地
所
有
者
不
明
　

　
　
た
だ
し
，
登
記
名
義
人
　
舘
山
ひ
さ
よ
　
法
定
相
続
人
（
別
紙
の
と
お
り
）

　
　
な
お
，
舘
山
ひ
さ
よ
の
登
記
簿
上
の
住
所
　
本
吉
郡
十
三
浜
村
字
相
川
67番
地

　
　
（
注
）
 別
紙
に
つ
い
て
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮
城
県
の
執
務

時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45号
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時
間
と
す
る
。

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
平
成
30年
３
月
19日

宮　　城　　県　　公　　報第2946号　平成30年３月30日　金曜日 （58）


